
地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

東京都
高齢者向け返済特例制度
助成

千代田区 ⑥その他

区内における老朽化したマ
ンション等の建て替え及び
自宅改修の促進、並びに
高齢者の居住安定を図り、
もって地域の良好な住環境
の整備に資する。

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区に住民登録又は外国人登録があり、住宅金融支
援機構の「高齢者向け返済特例制度」の融資借入
申込日において、60歳以上の者

・千代田区内に所在するマンション又は戸
建て住宅であること。
・住宅金融支援機構の「高齢者向け返済特
例制度」が利用できること。
・改修後、「高齢者向け返済特例制度」を受
けた高齢者が引き続き居住する住宅であ
ること

④要件なし ⑥その他

住宅金融支援機構の「高齢者向け返済特
例制度」を利用のために必要な簡易不動
産鑑定に要する費用及び債務保証のため
に要する経費

事務手数料を除く実費相当額
補助率ではなく限度額の設定

東京都 アスベスト除去工事助成 千代田区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

アスベスト除去工事の建
設技術審査証明取得業
者

④要件なし 特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象アスベスト除去等にかかる費用
2/3
（国 1/3　、区 1/3）

東京都
千代田区高齢者福祉住
環境整備事業

千代田区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害

者のみ
①区内に住民票が有り、現に居住している６５歳以
上の高齢者

特になし ③その他
介護保険の要支援以上の認定を受けて
いる場合、介護保険住宅改修との併用
は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

本人の介護保険保険料の段階（前年の
所得により決定・１０段階）に応じて工事
費用の４０～９０％を補助

東京都
千代田区木造住宅耐震
促進事業

千代田区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

診断は東京都建築士事
務所協会千代田支部に
所属しているものに限る

①高齢者・身体障害
者のみ

１．６５歳以上のみ（所得制限有）
２．７５歳以上のみ
３．要介護３を含む世帯
４．重度心身障害者（身体障害者1級若しくは2級又
は愛の手帳1度若しくは2度）及び精神障害者（精神
障害者保健福祉手帳1級又は2級）を含む世帯

昭和５６年５月３１日以前に建築された木
造住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修工事その他これに係る工事に対
して１/１

１０／１０

東京都
千代田区マンション耐震
化促進事業

千代田区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

診断・設計は第3者の評
定を行うこと。

③その他の要件 マンションを所有している管理組合又は所有者
昭和５６年５月３１日以前に建築されたマン
ションで耐震診断の結果耐震改修が必要
と判断されたもの、木造で無いこと

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修工事その他これに係る工事に対
して１/１

２/３～２３％の２/３

東京都
地球温暖化対策新エネル
ギー及び省エネルギー機
器等導入助成事業

千代田区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

・機器本体及び付属機器の購入に要する
経費
・設置工事費

・太陽光発電システム
10万円/kw
・太陽熱温水器
9千円/㎡
・ソーラーシステム
熱証書あり：3.3万円/㎡
熱証書なし：1.65万円/㎡

東京都
地球温暖化対策新エネル
ギー及び省エネルギー機
器等導入助成事業

千代田区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

・機器本体の購入に要する経費
・エコキュート、エコウィル
機器費用の15%
・エコジョーズ
機器費用の40%

（３）支援方法について

機器費用の40%

東京都
地球温暖化対策新エネル
ギー及び省エネルギー機
器等導入助成事業

千代田区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

・機器本体の購入に要する経費 ・エネファーム
機器費用の20%

東京都
地球温暖化対策新エネル
ギー及び省エネルギー機
器等導入助成事業

千代田区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 延床面積5,000㎡以下 ④要件なし ②工事費用に応じて決定 断熱改修にかかる費用の20%

東京都
ヒートアイランド対策助成
事業

千代田区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし ⑥その他
・高反射率塗装の施工に要する経費
・調査費

助成対象経費の1/2または4,500円×施
工面積のいずれか小さい額

東京都
住宅・建築物耐震改修等
支援

中央区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

木造住宅は原則区内の
業者

③その他の要件

○木造住宅、非木造住宅耐震補強工事は、65歳以
上又は心身障害者のいる世帯は工事費用の全額
(限度額あり）
○賃貸マンション(緊急輸送は除く。）は、個人、中小
企業が所有者であること。

昭和56年以前に建設された区内に存する
建築物 ④要件なし ②工事費用に応じて決定

木造住宅
　○耐震診断及び補強計画
　　費用の全額（限度額なし）
　○耐震補強工事
　　・一般　費用の1/2（限度額300万円）
　　・高齢者等　費用の全額（限度額300
万円）
　○簡易補強工事
　　・一般　費用の1/2（限度額150万円）
　　・高齢者　費用の全額（限度額150万
円）
非木造住宅
　○耐震診断
　　費用の全額（限度額50万円）
　○補強設計
　　費用の全額（限度額50万円）
　○耐震補強工事
　　・一般　費用の1/2（限度額300万円）
　　・高齢者等　費用の全額（限度額300
万円）

賃貸・分譲マンション
　○耐震診断
　　・一般　費用の2/3（限度額200万円）
　　・緊急輸送 費用の2/3(限度額賃貸
200万円・分譲400万円））
　○補強設計
　　・一般　費用の2/3（限度額賃貸100万
円・分譲200万円）
　　・緊急輸送 費用の2/3(限度額賃貸
100万円・分譲200万円）
　○耐震補強工事
　　・一般　費用の1/2(限度額賃貸1,500
万円・分譲3,000万円）
　　・分譲緊急輸送 費用の2/3(限度額賃
貸1,500万円・分譲3,000万円）

東京都

自然エネルギー及び省エ
ネルギー機器等導入費助
成制度
①太陽光・太陽熱エネル
ギー機器関連

中央区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 区内に存する住宅 ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

【一般住宅】
○太陽光発電ｼｽﾃﾑ10万円/kW　○ｿｰ
ﾗｰｼｽﾃﾑ(ｸﾞﾘｰﾝ熱証書の対象）33,000円
/㎡　○ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ(ｸﾞﾘｰﾝ熱証書の対象
外) 16,500円/㎡　○太陽熱温水器
9,000円/㎡
【中央区二酸化炭素排出抑制ｼｽﾃﾑ認証
済住宅】
○太陽光発電ｼｽﾃﾑ15万円/kW　○ｿｰ
ﾗｰｼｽﾃﾑ(ｸﾞﾘｰﾝ熱証書の対象) 50,000円
/㎡　○ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ(ｸﾞﾘｰﾝ熱証書の対象○ｿ ﾗ ｼ ﾃ (ｸ ﾘ ﾝ熱証書の対象
外)25,000円/㎡　○太陽熱温水器
13,500円/㎡
【共同住宅】
○太陽光発電ｼｽﾃﾑ10万円/kW



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都

自然エネルギー及び省エ
ネルギー機器等導入費助
成制度
②高効率給湯器・高反射
率塗料関連

中央区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 区内に存する住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

【一般住宅】
○潜熱回収型給湯器／ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ給湯器
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器／燃料電池給湯器／高
反射率塗料等　導入費の20%
【中央区二酸化炭素排出抑制ｼｽﾃﾑ認証
済住宅】
○潜熱回収型給湯器／ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ給湯器
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器／燃料電池給湯器／高
反射率塗料等　導入費の35%
【共同住宅】
○高反射率塗料等　導入費の20%

東京都
住宅建替等資金融資あっ
せん

中央区 ⑥その他
住宅建設、増築、マンション
の購入

③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

20～71歳未満（完済時81歳未満）
　　（親子リレー償還方式あり）
住民税を滞納していないこと。
返済能力　その他

区内に存する住宅 ③その他 取扱金融機関第1抵当権設定 ②工事費用に応じて決定

償還期間　30年
融資利率　変動　1.65％
　　　　　　　固定　4.05％
利子補給期間　当初10年
利子補給　木造住宅　1.5％
　　　　　建設・増築・購入　1.0％

東京都
住宅修繕等資金融資あっ
せん

中央区 ⑥その他 住宅の修繕 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

80歳未満（完済時）
住民税を滞納していないこと。
返済能力　その他

区内に存する住宅 ③その他

木造住宅の耐震改修、65歳以上の高齢
者・心身障害者に利便を与える工事につ
いては、他の補助事業を利用したとき
は、その補助額を除いた額を融資あっせ
んする。

②工事費用に応じて決定

償還期間　10年
融資利率　2.2％
利子補給　2.0％
　　　　　　　アスベスト1.7％

東京都
登録住宅バリアフリーリ
フォーム助成

中央区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

○賃貸住宅で高齢者円滑入居賃貸住宅登
録済の区内に存する賃貸住宅
○6年間は登録住宅とする。
○1棟5戸以上、床面積26㎡以上

④要件なし ②工事費用に応じて決定
共用部分のバリアフリー工事費用の
2/3(限度額200万円）

東京都
分譲マンション共用部分
改修費用助成

中央区 ⑤リフォーム促進
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
○築20年以上経過した区内に存するマン
ション

④要件なし ②工事費用に応じて決定
設計費　2/3（限度額100万円）
工事費の10％(限度額1,000万円）

東京都 アスベスト対策費助成 港区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内に対象建築物を所有していること。その他要綱
に定める用件

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対策費の1/2

東京都

新エネルギー機器設置費
用助成
（住宅用太陽光発電シス
テム）

港区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内に住所を有するもので自ら居住のように供する
住宅に機器を購入し、使用しようとする者。その他
要綱に定める用件

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

最大出力に応じて
1ｋＷあたり20万円 定額

テム）
要綱に定める用件

東京都
新エネルギー機器設置費
用助成
（住宅用太陽熱温水器）

港区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内に住所を有するもので自ら居住のように供する
住宅に機器を購入し、使用しようとする者。その他
要綱に定める要件

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

有効集熱面積に応じて
1㎡あたり9,000円

定額

東京都

新エネルギー機器設置費
用助成
（住宅用太陽熱ソーラー
システム）

港区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内に住所を有するもので自ら居住のように供する
住宅に機器を購入し、使用しようとする者。その他
要綱に定める要件

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

有効集熱面積に応じて
1㎡あたり16,500円

定額

東京都

省エネルギー機器設置費
助成制度
（エコジョーズ・エコキュー
ト）

港区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内に住所を有するもので自ら居住のように供する
住宅に機器を購入し、使用しようとする者。その他
要綱に定める要件

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

機器本他価格の1/4 機器本他価格の1/4

東京都
高反射率塗料工事費助
成制度

港区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 区内に助成対象建築物を所有する個人または法人 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

設置費用の1/2

東京都
日射調整フィルム設置費
助成制度

港区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内に住所を有するもので自ら居住のように供する
住宅に機器を購入し、使用しようとする者。その他
要綱に定める要件

④要件なし ⑥その他

設置費の1/2
または
施工面積×7,500円
いずれか小さい金額

概ね設置費用の1/2

東京都
住まいの防犯対策助成事
業

港区 ⑥その他 防犯対策
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内に在住し、住民登録又は外国人登録している
世帯

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

取り付け又は交換等にかかった費用が
5,000以上から対象
かかった費用の半額を助成

東京都
共同住宅防犯対策助成
事業

港区 ⑥その他 防犯対策
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 マンションの管理組合・区内の賃貸住宅所有者等 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

建物の共用部分等の防犯機器の設置に
かかった費用の半額を助成

東京都 雨水浸透施設設置助成 港区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 個人であること 敷地面積500㎡未満の個人住宅等 ③その他
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

上限40万円

東京都
民間建築物耐震化促進
事業

港区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築し
た民間住宅

昭和56年5月31日以前に建築確認を受け
て建築した民間住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

費用の1/2

東京都
分譲マンション共用部分リ
フォーム融資の債務保証
料助成事業制度

港区 ⑤リフォーム促進
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
（財）マンション管理センターに債務保証を委託する
こと。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

東京都 マンション劣化診断助成 港区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

延床面積の1/2が居住の用に供されていること
総会の議決または区分所有（人数）の1/2以上の賛
成がいること
建築後5年以上経過していること

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

費用の1/2

東京都
高齢者自立支援住宅改
修助成

港区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

65歳以上で区内に居住しており要介護・要支援認
定を受けていない人
既存の設備の使用が困難な人。
原則車椅子の利用者で本人が調理・洗面を行って
いる人

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

東京都
高齢者昇降機設置費助
成

港区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

65歳以上の要支援１以上の人であり、次の①また
は②の用件を必ず満たすとともに③に該当し、区の
調査で昇降機を必要とする人
①日常的に車椅子又は、歩行器を利用している人
②昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出で
きる人
③玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうち１つ
が住宅の2階以上又は地下室にあり、日常的に昇
降する必要がある人

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

降する必要がある人



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都
高齢者共同住宅バリアフ
リー化助成

港区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

区内に存する共同住宅で、分譲住宅又は今後も優
先的に高齢者を居住させる賃貸住宅。
65歳以上の高齢者を含む世帯が居住世帯全体の
25％を超える共同住宅
延床面積の概ね1/2を超える部分が居住の用に供
される共同住宅
公的賃貸住宅以外のもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

東京都 住宅設備改善の給付 港区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

区内に存する共同住宅で、分譲住宅又は今後も優
先的に高齢者を居住させる賃貸住宅。
65歳以上の高齢者は高齢者の制度を利用。６５歳
未満の障害者がこの制度を利用。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

東京都
住宅建設資金融資あっせ
ん利子補給

新宿区 ⑥その他

対象は、住宅の修築、バリ
アフリー化、耐震補強、ファ
ミリー世帯向け、アスベスト
除去等工事

③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件
住宅の所有者で、区内居住。年齢20以上、完済時
70未満。同居する世帯員があることなど

支援対象者の所有であること ③その他 補助の内容が重複しなければ併用可 ⑥その他
融資金（利子補給対象限度額15,000千円
～3,000千円）が利子補給の対象

（補給利率）
住宅の修築　　1％相当を5年
バリアフリー化　 1％相当を5年
耐震補強　 2％相当を5年
ファミリー世帯向け　 1％相当を10年
アスベスト除去等工事 　2％相当を5年

東京都

・障害者施策推進区市町
村包括補助事業
・障害者自立支援法に基
づく地域生活支援事業

新宿区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

ア　学齢児以上65歳未満で
1　下肢または体幹障害の程度が2級以上
2　補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
（児）
3　知的障害の程度が最重度または重度（区単事
業）
イ　学齢児以上で
1　歩行ができない状態で、上肢・下肢または体幹の
障害が1級のもの
2　補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
（児）

区民の居住する区内の住宅。賃貸住宅の
場合は、貸主の承諾書が必要

③その他
小規模改修事業については、次段で説
明

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

課税世帯は、（5）補助上限額（基準額）の
3％を自己負担。
その他の世帯は自己負担なし

都の補助基準
（1ポイント=1000円）
ア　320P×件数
イ（本体）　489P×件数
（設置費）176P×件数
（移設費）区単事業
残りは区が負担

東京都
　障害者自立支援法に基
づく地域生活支援事業

新宿区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

身障手帳交付を受けた学齢児以上65歳未満で
ウ　視力障害1級
エ
1　下肢または体幹障害の程度が3級以上
2　補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
（児）
ただし、特殊便器への取替えについては、上肢機能
障害2級以上

区民の居住する区内の住宅。賃貸住宅の
場合は、貸主の承諾書が必要

③その他
改修を伴わない用具で目的を果たせる
場合は、「日常生活用具の給付」が優先
される

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

課税世帯は、（5）補助上限額（基準額）の
3％を自己負担。
その他の世帯は自己負担なし

障害 級以上

東京都
　障害者自立支援法に基
づく地域生活支援事業

新宿区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

身障手帳交付を受けた学齢児以上の
1　下肢または体幹障害の程度が2級以上の歩行が
極端に制限されるもの
2　補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
（児）

区民の居住する区内の住宅。賃貸住宅の
場合は、貸主の承諾書が必要

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

課税世帯は、（5）補助上限額（基準額）の
3％を自己負担。
その他の世帯は自己負担なし

東京都 火災安全システム 新宿区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

入札により決定する ③その他の要件

18歳以上で一人暮らし等の①または②に該当する
者で特に緊密度の高い者
①重度身体障害者
②在宅重度知的障害者

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他 定められた工事（定額）費用の補助
9割～10割の補助（世帯の課税状況によ
る）

東京都 火災安全システム 新宿区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

区が業者と契約し、設置
を依頼する

③その他の要件

区内在住の65歳以上で下記の要件すべてに該当す
ること
①一人暮らしまたは65歳以上の方のみの世帯
②特に防火の配慮が必要な方

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用
各種目給付限度額内の設置経費実費の
１０分の１

東京都
一人暮し高齢者等への助
成(住宅設備改修費助成
等)

新宿区 ⑥その他

日常の動作に困難がある
高齢者に対し、住宅の改修
を給付することにより、在宅
での生活を支援する

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

①住宅改修　65歳以上で、要介護認定において「非
該当」の方
②設備改修　65歳以上で、要介護認定「要支援」又
は「要介護」の方で、介護保険で同種類の給付を受
けていない方。ただし、流し、洗面台の取り換えは車
いすを使用する方で既存設備の使用が困難である
方。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

定額

東京都
新宿区新エネルギー及び
省エネルギー機器等導入
補助金制度

新宿区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内居住者（設置機器により各々要件がありま
す。）、中小企業者、管理組合等は太陽光発電シス
テムのみ

特になし ③その他
ほかの補助事業との併用は可。ただし、
補助合計額が設置費用を上回らないよう
調整する

⑥その他

設置する機器による（機器本体の費用に
応じて決定、定額を補助、設置する設備の
性能に応じて補助額を設定、使用する材
料費に応じて補助額を決定）

設置する機器による（１ｋｗ当たり14万
円、機器本体の2０％、定額10万円・3．5
万円・2万円、使用する材料費全額等）上
限有り

東京都
新宿区建築物等耐震化
支援事業

新宿区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

（個人の場合）
・世帯全員の所得金額の合計が800万円以内であ
ること

・申請者を含む世帯全員が住民税を滞納していない
こと

（法人の場合）
・中小企業基本法第２条に規定する中小企業者

（区分所有の場合）
・管理組合の総会決議を得るか、共有持ち分の過
半の承諾を得ていること

＜木造＞
・昭和56年5月31日以前に着工した木造の
2階建て以下の住宅であること
・道路突出をしていないこと
・無接道でないこと
・改修後、一定基準の耐震性能にするもの
であること

＜非木造＞
・昭和56年5月31日以前に着工した木造の
2階建て以下の住宅であること
・道路突出をしていないこと
・無接道でないこと
・耐震改修前の、耐震診断の
構造耐震指標が0,6未満であり、0,6以上と
なるように改修するもの

③その他
要綱上、規定はないが基本的に併用は
不可と考えている

⑥その他

＜木造＞
実際に耐震改修工事に要する費用または
延べ面積×32,600円で算出した額の低い
方

＜非木造＞
①②③④工事費に23％を乗じて得た額の
2/3
⑤2/3

<木造>
①補助申請者を含む世帯が住民税非課
税または重点地区内の建築物：3/4（簡
易改修工事：3/5）
②65歳以上の高齢者または障害者の方
が居住する建築物：2/4（簡易改修工事：
2/5）
③①・②以外：1/4（簡易改修工事：1/5）

＜非木造＞
①②③④⑤：2/3

東京都
新宿区吹付けアスベスト
対策事業（除去等工事）

新宿区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

アスベスト除去等工事に
関する経歴書、関係法令
の資格証等の写しを提出

③その他の要件
区内に対象建築物を所有する個人（世帯内に滞納
者がいないこと）・中小企業者・分譲マンション等の
管理組合の代表者

建築基準法第１２条に規定されている定期
検査報告の対象とならない規模の建築物・
区から違反指導を受けていないこと

④要件なし
一定条件にあてはまる方に、融資あっ旋
や利子の一部を補助する制度がある

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費用の２／３相当
（消費税相当分を除く）

東京都
住宅修築資金融資あっせ
ん事業

文京区 ⑥その他

一般修繕・増築、高齢者･
障害者対応工事、太陽光
及び太陽熱温水器設置工
事、防水板設置工事、水害
り災復旧、耐震補強工事

③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件
住宅の所有及び居住要件・申込時の年齢要件・住
民税滞納がない等各々要件がある。

区内の住居として使用している住宅 ④要件なし ⑥その他 利子補給
融資限度額500万円に対する利息の一
部を補給（区負担率年利1.5%・一般修繕
のみ1.0%、10年以内償還）

東京都
高齢者賃貸住宅登録事

文京区 ②バリア リ 改修
①補助（診断士派

⑤要件なし ③その他の要件
区に住宅登録を行う。（高齢者世帯の入居を拒まな

1ヶ月の家賃が92,000円以下の区内にある
民間賃貸住宅 緊急通報装置を設置でき

①ほかの補助事
業との併用は不

高齢者専用賃貸住宅、高齢者優良賃貸 ①特定の工事の工事費用に応
居室内に専用の浴室・トイレ設置、共用
部分階段手すり設置の工事費は全額助

東京都
高齢者賃貸住宅登録事
業

文京区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区に住宅登録を行う。（高齢者世帯の入居を拒まな
い等、要件がある。）

民間賃貸住宅、緊急通報装置を設置でき
る住宅である等要件がある。

業との併用は不
可

高齢者専用賃貸住宅、高齢者優良賃貸
住宅でないことが要件

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

部分階段手すり設置の工事費は全額助
成
その他のバリアフリー化は工事費の１/２



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都 耐震診断助成事業 文京区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 昭和56年以前の建物 ④要件なし ②工事費用に応じて決定

木造：診断費用の4/10
非木造：診断費用の2/10
分譲ﾏﾝｼｮﾝ：診断費用の2/10
【高齢者居住】
木造：診断費用の8/10

木造：4/10
高齢者居住の木造住宅：3/4
非木造、分譲マンション：2/10

東京都 耐震改修設計助成事業 文京区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

昭和56年以前の建物
木造については準防火地域内のみ対象
建築基準法上の道路に突出していない建
物

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震設計費用の1/2
【高齢者居住】
木造：耐震設計費用の3/4

1/2
高齢者居住の木造住宅：3/4

東京都 耐震改修促進助成事業 文京区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

昭和56年以前の建物
木造については準防火地域内のみ対象
建築基準法上の道路に突出していない建
物

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震工事費用の1/2
【高齢者居住】
木造：耐震工事費用の3/4

1/2
高齢者居住の木造住宅：3/4

東京都
住宅用太陽光発電システ
ム設置費助成

文京区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
【一般助成】
建物のうち住宅として床面積が1/2以上使
用されていること

②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

【耐震改修併用助成】のみ
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

【耐震改修併用助成】
15万円／ｋW
【一般助成】
5万円／ｋW

東京都

環境配慮型給湯器設置
費助成
①太陽光温水器・ソー
ラーシステム

文京区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

９千円/㎡

東京都
環境配慮型給湯器設置
費助成
②高効率給湯器

文京区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

【CO２冷媒ヒートポンプ給湯器】１０万円/
台
【潜熱回収型給湯器】４万円／台

東京都 民間施設緑化助成制度 台東区 ⑥その他
屋上緑化、壁面緑化、地先
緑化

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他 助成対象面積及び工事費により決定

屋上緑化
①施工面積×20,000円
②工事費×２／３
壁面緑化
①施工面積×7,500円
② 事費 ／

東京都
新エネルギー・省エネル
ギー機器導入助成制度

台東区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 住民税の滞納をしていないもの 区内の住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

100%

東京都
高反射率塗料施工助成
制度

台東区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 住民税の滞納をしていないもの 区内の住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

50%

東京都
雨水貯留槽設置助成制
度

台東区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 区内の住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

50%東京都
度

台東区
進 遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 区内の住宅 ④要件なし
じて決定

東京都
台東区安全で安心して住
める建築物等への助成

台東区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・耐震診断：①所有者または使用者②台東区民であ
ること③個人または中小企業④住民税を滞納して
いないこと
・耐震改修：①所有者または使用者②台東区民であ
ること③個人④住民税を滞納していないこと

・耐震診断：①台東区内にあるもの②S56
年以前に建築されたもの③延べ床面積の
2分の1以上が住宅であるもの④木造の場
合は2階建て以下のもの⑤建築物の基礎
が大谷石や置き石等でないもの⑥建築基
準法に違反する建築物として、現に是正指
導等を受けていないもの
・耐震改修：①区の助成を受けて耐震診断
を行ったもの②延べ床面積の2分の1以上
が住宅であるもの③建築基準法その他関
係法令に適合しているもの

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

・耐震診断にかかった費用
・耐震改修工事にかかった費用

・耐震診断：木造 10分の8
非木造 2分の1
・耐震改修：木造・非木造住宅
重点地域 3分の2
その他地域 2分の1

東京都
高齢者住宅改修給付事
業

台東区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

（１）予防給付
介護保険で非該当と判定された日常生活の動作に
困難がある在宅高齢者
（２）設備給付
日常生活の動作に困難がある在宅高齢者
設備新設は利用者が要介護２以上であること

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

（１）介護保険の住宅改修制度に準ずる
（２）設備交換又は新設に伴い発生する工
事費用

給付対象額の９割までを給付
※生活保護世帯は１０割を給付

東京都
心身障害者（児）住宅設
備改善費給付

台東区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

（１）中規模改修
６歳以上６５歳未満で下肢又は体幹機能障害２級以
上の者か、６歳以上６５歳未満で補装具として車い
すの交付を受けた内部障害者
（２）屋内移動設備
６歳以上で上肢、下肢又は体幹機能障害１級の者
か、６歳以上で補装具として車いすの交付を受けた
内部障害者

自己所有物件でない場合は所有者の了承
が得られた場合

③その他

（１）中規模改修　介護保険特殊疾病認
定者は介護保険法に基づく住宅改修費
の支給を受けても不足する部分に限り認
定　　　　　　（２）屋内移動設備　　　　　特
になし

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

（１）中規模改修
　　浴室、便所、玄関、台所、居室等の改
修
（２）屋内移動設備
　　移動用リフト及び階段昇降機の設置

生活保護世帯は自己負担０円
住民税非課税世帯は自己負担１,１００円
住民税課税世帯は所得に応じた自己負
担額あり

東京都
マンション耐震改修工事
等助成

台東区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・耐震改修工事等について、総会にて承認を得てい
る管理組合又は管理組合法人
・住民税を滞納していない賃貸マンション所有者（個
人又は中小企業者）

・非木造の耐火又は準耐火建築物で、住
戸面積の合計が延べ面積の２分の１を超
える
・昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受
けている
・法令等に違反して、現に是正の指導を受
けていない

④要件なし ②工事費用に応じて決定

・耐震診断・補強設計
１㎡の費用単価（単価限度額1,000円／
㎡）×延べ面積×　１／２

・耐震改修
１㎡の費用単価（単価限度額47,300円／
㎡）×延べ面積×１／２

東京都
台東区住宅修繕資金融
資あっせん制度

台東区 ⑤リフォーム促進 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

・区内に1年以上住所を有していること
・住民税を世帯全員が滞納していないこと
・20歳以上で最終返済時の年齢が75歳未満である
こと
・融資金の返済及び利子の支払に十分な能力を有
すること
・連帯保証人、又は金融機関の定める信用保証機
関の保証を受けること
・(マンション等共用部分の修繕の場合)専有部分に
ついて所有権を持っていること

区内にある申請者が居住するための住宅
で居住部分の床面積が280㎡以下であるこ
と。

④要件なし ②工事費用に応じて決定

・平成２３年４月１日～平成２３年９月３０
日申込み分
契約利率1.65%
区負担利率1.0%
本人負担利率0.65%
・平成２３年１０月１日～平成２４年３月３
１日申込み分
契約利率1.65%
区負担利率0.5%
本人負担利率1.15%

東京都
分譲マンションリフォーム
ローン償還助成

墨田区 ⑤リフォーム促進 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件 分譲マンション管理組合 特になし ④要件なし ⑥その他 利子補給
機構融資利率の１%相当額
住宅金融支援機構の融資返済期間。た
だし、７年間を限度とする。

東京都
民間木造賃貸住宅改修
支援事業

墨田区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件 住民税を滞納していないこと

木造賃貸住宅。
2戸以上の賃貸住宅で、現に1戸以上の空
き住戸（台所、風呂、トイレ付き）があるこ
と。
防災上、避難上等の安全上に支障がない
こと。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

耐震改修補助事業のみ併用可能
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

要件に応じた工事費用で決定 対象工事費の2/3以内

東京都
住宅修築資金融資あっ旋
事業

墨田区 ⑥その他

高齢者等のリフォーム、耐
震、騒音対策、アスべスト
対策等改修費の融資の
あっ旋及び利子補給

③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件
１年以上の在住、２０歳以上、所得１２００万円以
下、住民税完納、保証人、１６６㎡以下他

専用住宅
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

耐震改修の場合 ⑥その他 利子補給 利子の半額及び全額



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都 木造住宅無料耐震相談 墨田区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

墨田区が契約した専門
団体

③その他の要件
墨田区内の木造住宅に居住されている方 墨田区内の木造住宅

一物件につき1回まで
④要件なし ⑥その他 個人負担無し -

東京都
墨田区民間建築物耐震
診断助成

墨田区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
対象建築物の耐震診断を実施する方(大企業は除
く)

墨田区内の建築物であること。
昭和56年5月31日以前に着工された建築
物であること。
工業化認定住宅及補強コンクリートブロッ
ク造の建築物でないこと。

④要件なし ②工事費用に応じて決定 - 診断費用×1/2

東京都
墨田区木造住宅耐震改
修促進助成事業

墨田区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
個人もしくは中小企業で、耐震改修を実施する方
(対象建築物の所有者でない場合は、所有者の承
諾が必要)

墨田区民間建築物耐震診断助成を受けた
建築物であること。
昭和56年5月31日以前に着工された建築
物であること。
延べ面積の過半が住宅であること。
主要構造部(柱や梁など)の過半が木造で
あること。
福祉住宅改修助成を利用していること。(バ
リアフリー改修を同時に行う場合に限る)

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

-

耐震改修計画作成費：1/2
【簡易改修工事】
緊急対応地区内(一般)：1/2
緊急対応地区内(高齢者等)：2/3
緊急対応地区外(一般)：1/3
緊急対応地区外(高齢者等)：2/3
区が指定する道路沿道の場合(一般)：
3/4
区が指定する道路沿道の場合(高齢者
等)：5/6
バリアフリー改修工事をあわせて行った
場合：5/6
民間木造賃貸住宅住宅改修支援制度と
あわせて行った場合：3/2
【耐震改修工事】
緊急対応地区内(一般)：1/2
緊急対応地区内(高齢者等)：2/3
区が指定する道路沿道の場合(一般)：
3/4
区が指定する道路沿道の場合(高齢者
等)：5/6
バリアフリー改修工事をあわせて行った
場合：5/6
民間木造賃貸住宅住宅改修支援制度と
あわせて行った場合：3/2

東京都
墨田区耐震化アドバイ
ザー派遣事業

墨田区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

墨田区が契約した専門
団体

③その他の要件
墨田区内にある非木造建築物の所有者(分譲マン
ションの場合は管理組合等)
大企業等はのぞく。

昭和56年5月31日以前に着工された階数
が3以上の耐火または簡易耐火建築物
一物件につき3回まで

④要件なし ⑥その他 個人負担無し -

・区で行っている耐震診断助成を受けたも
の

東京都
墨田区分譲マンション・沿
道建築物等耐震化補助
事業

墨田区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
建築物の所有者、又は分譲マンションの管理組合
(国等および大企業者を除く)

の
・耐震診断によりIsが0.6未満もしくは倒壊
の危険があると判断された建築物
・昭和56年5月31日以前に建てられた耐火
または準耐火建築物
・耐震改修促進法の認定を受けているもの
・分譲マンションの場合は大部分が居住の
用途であること
【緊急輸送道路に面する建築物および分
譲マンションの場合】
前面道路中心からの45度の斜線よりも高
さが高いもの
【区指定の避難路に面する部分譲マンショ
ン場合】
・敷地が概ね500㎡以上であること
・高さが18ｍ以上で前面道路中心からの斜
線（45度）以上であること
【緊急輸送道路、避難路沿道以外の分譲
マンション】
・延べ面積1,000㎡、階数３以上であること

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

-
補強設計：1/2
耐震改修工事：1/3

東京都
高齢者自立支援住宅改
修助成事業

墨田区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

・年齢要件（おおむね６５歳以上の高齢者）
・介護認定を受けている者（非該当者含む）

住宅を新築する場合は対象外。
発注者の住民票上の住所地たる住宅であ
ること。

③その他
条件によっては介護保険住宅改修事業
や耐震改修との併用可能であるが、単
独での利用も可能

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象工事費用の９割を助成。上限２０万
円。
※生活保護者は費用の１０割が助成され
る

東京都
墨田区重度身体障害者
（児）日常生活用具給付
(住宅設備小規模改修)

墨田区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

③その他 介護保険対象者を除く
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

要件に応じた工事費用で決定
原則90％　ただし課税状況による本人負
担により、95％、100％もあり

東京都
墨田区重度身体障害者
住宅設備改善費助成
(住宅設備改善費の助成)

墨田区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

新築工事に併せて実施する改善について
は対象外

③その他
介護保険対象者は介護保険住宅改修費
の支給限度を超える場合に限る。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

要件に応じた工事費用で決定
原則90％　ただし課税状況により、本人
負担額の上限あり。

東京都
墨田区重度身体障害児
住宅設備改善費助成
(住宅設備改善費の助成)

墨田区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

新築工事に併せて実施する改善について
は対象外

③その他
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

要件に応じた工事費用で決定
原則90％ ただし課税状況により、本人負
担額の上限あり。

東京都

墨田区重度身体障害者
住宅設備改善費助成
(屋内移動設備費・階段昇
降機設置費の助成)

墨田区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

新築に併せての設置も対象とする ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

要件に応じた工事費用で決定
原則90％　ただし課税状況により、本人
負担額の上限あり。

東京都

墨田区重度身体障害児
住宅設備改善費助成
(屋内移動設備費・階段昇
降機設置費の助成)

墨田区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

新築に併せての設置も対象とする ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

要件に応じた工事費用で決定
原則90％　ただし課税状況により、本人
負担額の上限あり。

東京都
墨田区地球温暖化防止
設備導入助成制度

墨田区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内にある建物の所有者（個人、マンションの管理
組合、中小企業者、学校法人、社会福祉法人、医療
法人等）

特になし ③その他

原則として、国、都の補助金がある場合
は、受給すること。太陽光発電システム
については国の補助制度の価格要件を
満たすことが要件となる。

⑥その他 別紙のとおり 別紙のとおり

東京都
墨田区雨水利用促進助
成金交付要綱

墨田区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
小規模タンクについては、区が指定する雨水タンク
に限る

特になし ④要件なし ⑥その他
・地中梁方式タンクおよび中規模タンク：有
効貯水量による
・小規模タンク：本体価格の1/2

・地中梁方式タンク：1m3あたりの助成金
額（4万円）×有効貯水量
・中規模タンク：1m3あたりの助成金額×
有効貯水量（材質がFRPまたはステンレ
ス製の場合12万円、高密度ポリエチレン
の場合4万5千円
・小規模タンク：本体価格の1/2



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都
民間住宅耐震改修等助
成事業

江東区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

分譲マンションの場合：管理組合が適正に運営され
ていること・耐震診断等の実施について決議されて
いること・住宅部分の床面積の合計が延べ床面積
の１/２以上であること
賃貸マンションの場合：管理が適正に行われている
こと・社宅、社員寮ではないこと・住宅部分の床面積
の合計が延べ床面積の１/２以上であること
建築物の所有者が法人の場合：「中小企業の事業
活動の機会の確保のための大企業の事業活動の
調整に関する法律」第２条第２項に規定する大企業
以外の中小企業
共通事項：住民税又は法人税を滞納していないこ
と・対象建築物が本事業による助成金及び同種の
助成金を受けていないこと・建築物の所有者が複数
の場合は共有者全員の連名もしくは同意をもって代
表者が申請すること（分譲マンションを除く）

昭和５６年５月３１日以前（旧耐震基準）に
建築された建築物であること
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート
造、鉄骨造で耐火建築物もしくは準耐火建
築物であること
建築基準法及び関係法令に関し、適法な
状態であること
建築物の管理が適正に行われていること

①ほかの補助事
業との併用は不
可

同種の助成金を受けていないこと
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断費用の１/２
耐震設計費用の１/２
耐震改修工事費用の１/２

東京都
木造住宅耐震診断・耐震
補強助成事業

江東区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

無料木造住宅耐震診断
（一次診断）：
江東区が委託する診断
機関（（一般社団法人）江
東区建築設計事務所協
会）が選任し、区に登録
した木造住宅耐震診断
士
木造住宅耐震診断・補強
助成（二次診断・補強計
画）：
区が委託した診断機関
に属し、区に登録した診
断士
補強工事：
原則とし 江東区内 事

③その他の要件
対象建築物の所有者

建築用途：一戸建ての住宅（併用住宅も含
む）※住宅以外の用途がある場合は、住宅
部分の床面積の合計が延べ床面積の１／
２以上であること
構造・階数：在来軸組工法による木造の平
屋建て又は２階建ての建築物
建築時期：昭和５６年５月３１日以前に建築
された建築物
その他：当該住宅に所有者が居住している
こと・既にこの「無料木造住宅耐震診断」に
よる耐震診断を実施した建築物でないこと
（この制度は、１住宅１回限りとする）

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

一次診断：無料診断
二次診断・補強計画：二次診断及び補強
計画に要した費用の合計額（助成限度額
１０万円）
耐震補強工事助成：耐震補強工事に要
した費用の１/２（助成限度額１５０万円）

東京都
マンション共用部分リ
フォーム支援・利子補給
制度

江東区 ⑤リフォーム促進 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

区内の分譲マンションの管理組合または区分所有
者で、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リ
フォームローン」を受けていること
区内の賃貸マンションの経営者で、住宅金融支援
機構の「賃貸マンションリフォームローン」を受けて
いること

特になし ③その他

東京都都市整備局で行っているの「マン
ション改良工事助成」と併用する場合に
は、耐震改修工事またはアスベスト除去
工事を目的としたリフォームについては
申込者の利子負担分を０．１％、そのほ
かのリフォームについては申込者の利子
負担分を０．１４％になるよう調整する

⑥その他 利子補給

原則として
住宅金融支援機構融資利率の１％に相
当する額
耐震改修工事またはアスベスト除去工事
を目的としたリフォームについては住宅
金融支援機構融資金利の１．５％に相当
する額

修繕等を行う住宅に引き続き１年以上居住している 一般融資利率：

東京都
住宅修築資金融資あっせ
ん

江東区 ⑤リフォーム促進 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

修繕等を行う住宅 引き続き 年以 居住して る
こと。ただし、同居する予定の親族が修繕等を行う
住宅に引き続き１年以上居住している場合は、申込
み可
前年の収入金額が、１２００万円以下（バリアフリー
工事のための融資の申込者は８００万円以下）で、
かつ十分な返済能力があること
特別区民税を滞納していないこと
連帯保証人をたてられること
申込者、連帯保証人とも、現在この融資の申込者ま
たは保証人になっていないこと

申込者が現在居住している区内の住宅で
あること
居住部分の床面積が１７５㎡以下のもの
建築基準法上適法であること

④要件なし ⑥その他

金融機関の融資を一定利率であっせんす
る
バリアフリー工事、アスベスト除去工事の
場合は利子補給が行われる場合がある

般融資利率
償還期間５年以下３．５５％、５年超１０年
以下４．００％
バリアフリー工事：
償還期間５年以下３．５５％（利子補給
２．０５％）、５年超１０年以下４．００％（利
子補給２．５０％）
アスベスト除去工事：
償還期間５年以下３．５５％（利子補給
３．０５％）、５年超１０年以下４．００％（利
子補給３．５０％）

東京都 リフォーム業者紹介事業 江東区 ⑤リフォーム促進
リフォーム業者の
紹介

④その他の要
件

区内建設業者団体で構
成する「江東区リフォー
ム協議会」に属する業者

④要件なし 特になし ④要件なし ⑥その他
家屋の修繕やリフォームをする際にリ
フォーム業者を紹介

東京都
地球温暖化防止設備導
入助成事業
①太陽光発電システム

江東区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

平成２４年３月１５日までに設置導入完了報告書を
提出できる方で、
区内に住宅（店舗、事業所等を併用する住宅及び
賃貸住宅を含む）を所有する個人又は区内に自ら
が所有する住宅をもとめようとする個人
住宅の所有者から設備を設置することについて同
意を得ている場合は賃貸住宅又は使用貸借住宅の
居住者
共用部分に電力を供給する太陽光発電システムの
設置を行おうとする区内にある分譲集合住宅の管
理組合
ただし、住民税を滞納している方、設置する住宅の
販売・譲渡を目的とする方は助成金を交付できませ
ん

特になし ③その他 国、東京都の補助金と併用可
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

太陽光発電システム：太陽電池モジュー
ルの公称最大出力の合計値１ｋＷ当たり
50,000円（上限200,000円、集合住宅は
1,500,000円）
申請する太陽光電池モジュールの公称
最大出力が１ｋＷ以上のもの

東京都
地球温暖化防止設備導
入助成事業
②高反射率塗装

江東区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

平成２４年３月１５日までに設置導入完了報告書を
提出できる方で、
区内に住宅（店舗、事業所等を併用する住宅及び
賃貸住宅を含む）を所有する個人又は区内に自ら
が所有する住宅をもとめようとする個人
住宅の所有者から設備を設置することについて同
意を得ている場合は賃貸住宅又は使用貸借住宅の
居住者
屋根・屋上に高反射率塗装の被覆工事を行おうとす
る区内にある分譲集合住宅の管理組合
ただし、住民税を滞納している方、設置する住宅の
販売・譲渡を目的とする方は助成金を交付できませ
ん

特になし ③その他 国、東京都の補助金と併用可
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定

高反射率塗装：屋根・屋上に使用した塗
料材料費全額（上限200,000円、集合住
宅は1,500,000円）

東京都
地球温暖化防止設備導
入助成事業
③その他の機器

江東区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

平成２４年３月１５日までに設置導入完了報告書を
提出できる方で、
区内に住宅（店舗、事業所等を併用する住宅及び
賃貸住宅を含む）を所有する個人又は区内に自ら
が所有する住宅をもとめようとする個人
住宅の所有者から設備を設置することについて同
意を得ている場合は賃貸住宅又は使用貸借住宅の
居住者
ただし、住民税を滞納している方、設置する住宅の
販売・譲渡を目的とする方は助成金を交付できませ
ん

特になし ③その他 国、東京都の補助金と併用可 ②工事費用に応じて決定

ソーラーシステム：設置に要する経費の
10％
太陽熱温水器：設置に要する経費の
10％
Ｃｏ２冷媒ヒートポンプ給湯器：設置に要
する経費の10％
潜熱回収型給湯器：設置に要する経費
の10％
ガス発電給湯器：設置に要する経費の
10％
家庭用燃料電池装置：設置に要する経
費の10％

東京都
高齢者住宅設備改修給
付（介護保険外）

江東区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

江東区に住んでいる介護保険の認定を受けた６５
歳以上の方で、住宅設備の改修が必要と認められ
る方（種目ごとに対象者が異なる）

特になし ③その他
予防給付以外の種目については介護保
険の併用が必要になる

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象となる経費のうち、基準額（限
度額）内は９割を給付、１割が本人負担
（生活保護受給中の方は免除）とする。
基準額を超える額は、全額本人負担とす
る。



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都
身体障害者住宅設備改
善費の給付

江東区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

小規模改修：Ａ身体障害者手帳（下肢・体幹）３級以
上、Ｂ身体障害者手帳（内部）で学齢児以上65歳未
満の方
中規模改修：Ａ身体障害者手帳（下肢・体幹）１・２
級、Ｂ身体障害者手帳（内部）で学齢児以上62歳未
満の方
屋内移動設備：Ａ身体障害者手帳（上肢・下肢・体
幹）１級、Ｂ身体障害者手帳（内部）で学齢児以上の
方
階段昇降機：Ａ身体障害者：身体障害者手帳（下
肢・体幹）３級以上、Ｂ身体障害者手帳（内部）の学
齢児以上の方

特になし ③その他
介護保険制度や高齢者事業の適用を受
ける方は給付対象とならない場合があり
ます。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

原則とてかかった費用の９割を給付（１割
自己負担）

東京都
住宅修築資金融資あっせ
ん

品川区 ⑤リフォーム促進 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件
20歳以上、所得1200万円以下かつ年間返済額の3
倍以上、区民税滞納なし、対象となる住宅に引続1
年以上居住

改修は要件なし、建て直し工事は述べ床
面積50～80㎡

④要件なし ②工事費用に応じて決定

利子補給金利
　一般：１．２％
　耐震・アスベスト：１．９％
一括信用保証料の1/2

東京都 住宅改善工事助成 品川区 ⑥その他
バリアフリー改修およびエ
コリフォーム促進

①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件
区内居住者またはマンション管理組合・賃貸住宅
オーナー、区内業者利用、区民税の滞納なし、対象
住宅に居住していること　など

①
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用
《ＬＥＤ》　 工事費の50％
《その他》工事費10万円以上、工事費の
10%

東京都
住宅・建築物耐震改修等
支援事業

品川区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
建物所有者。
但し共有建築物の場合は合意された代表者。

耐震診断結果が木造住宅についてはＩＷ
値１．０未満、その他についてはＩＳ値０．６
未満のもの

①ほかの補助
事業との併用
は不可

②工事費用に応じて決定 耐震改修工事に要する費用

木造住宅：費用の1/2
木造共同：費用の1/3
非木造住宅：費用の助成
マンション：費用の1/3
緊急輸送沿道：費用の2/3

東京都
省エネルギー設備導入助
成事業

品川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

区内で設置工事対象住宅を所有し居住している方、
区内で設置工事対象住宅を新築もしくは購入後に
所有し、当該住宅に居住する方、区内で設置工事
対象住宅を賃借している方は対象設置工事につい
て所有者の同意を得ていること、住民税を滞納して
いないこと　など

- ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

機器本体及びこれに附属する機器、並び
に設置工事に関する費用

全件、上限額にて支給
（H22実績）

東京都
新エネルギー機器導入助
成事業

品川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

区内で設置工事対象住宅を所有し居住している方、
区内で設置工事対象住宅を新築もしくは購入後に
所有し、当該住宅に居住する方、区内で設置工事
対象住宅を賃借している方は対象設置工事につい
て所有者の同意を得ていること、住民税を滞納して
いないこと　など

- ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

機器本体及びこれに附属する機器、並び
に設置工事に関する費用

太陽光発電は１ｋｗ当り10万円、太陽熱
温水器・ソーラーシステムは機器＋工事
費の10％

東京都 生垣助成 品川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 住宅・事務所等の土地所有者又は管理する者 ③その他

「品川区中高層建築物等の建設に関す
る開発環境指導要綱」の適用を受ける事
業者及び「品川区みどりの条例」に基づく
緑化計画書の提出を義務付けられた方
は対象としない

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象設備の設置（既存塀については
撤去）にかかる費用

定められた単価で算出した額
※助成延長の補助率は長さ50mまでは
1/1、50m超100mまでは1/2、100m超える
分は1/3

東京都 屋上緑化等助成 品川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 屋上、壁面等を緑化する建築物の所有者 ③その他
「みどりの条例」に基づく緑化計画書の提
出が求められる物件に関しては、基準を
上回った部分が対象となる

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象設備の設置にかかる費用
工事費の1/2又は定められた単価で算出
した額のいずれか低い方

東京都 雨水浸透施設設置助成 品川区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 浸透施設を設置する土地の所有者等 対象除外区域あり ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

― 定められた単価で算出した額

東京都 雨水利用タンク設置助成 品川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 雨水利用ﾀﾝｸを設置する方 ― ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

―
雨水利用タンク購入費、工事費（上限あ
り）の1/2

東京都 防水板設置等工事助成 品川区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
防水板を設置する住宅・店舗・事務所等の所有者又
は使用者

H15.4.1以降新たに現況地盤面より掘り下
げて土地利用を行う建物等は除外

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

― 個人：工事費の3/4、法人：工事費の1/2

東京都
目黒区建築物耐震診断
助成(木造）

目黒区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

区と委託契約を締結した
耐震診断士

③その他の要件 住民税・固定資産税完納者
昭和56年5月31日以前に建築された木造
の住宅・共同住宅等で建築基準法に適合

④要件なし ⑥その他 全額区が負担

東京都
目黒区建築物耐震診断
助成(非木造）

目黒区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

東京都建築士事務所協
会目黒支部を耐震診断
機関とする

③その他の要件 住民税・固定資産税完納者
昭和56年5月31日以前に建築された住宅・
共同住宅等で建築基準法に適合

①ほかの補助事
業との併用は不
可

国、東京都で実施している他の助成を受
けて耐震診断を行った建築物は、助成対
象としない

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断費用の50％

東京都
目黒区建築物耐震改修
助成（木造）

目黒区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

区の登録施工業者が施
工

③その他の要件 住民税・固定資産税完納者
目黒区木造住宅等耐震診断事業実施要
綱に基づく耐震診断を受け、耐震基準に満
たないと診断された建築物

①ほかの補助事
業との併用は不
可

国、東京都で実施している他の助成を受
けて耐震診断を行った建築物は、助成対
象としない

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修費用80％

東京都
目黒区建築物耐震改修
助成（非木造）

目黒区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 住民税・固定資産税完納者

・目黒区建築物耐震診断助成要綱に基づ
く耐震診断を受け、耐震基準に満たないと
診断された建築物
・特定建築物は学校、病院、賃貸共同住
宅、老人ホーム、幼稚園、保育所等に限定

①ほかの補助事
業との併用は不
可

国、東京都で実施している他の助成を受
けて耐震診断を行った建築物は、助成対
象としない

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修費用の30％

東京都
目黒区耐震シェルター等
設置支援事業

目黒区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

東京都が安価で信頼で
きるとして都民に公表し
ている耐震シェルター等
取り扱い業者

③その他の要件
年間所得額が200万円以下の世帯のうち、65歳未
満の方（障害程度1級又は2級の人を除く）がいない
世帯

昭和56年5月31日以前に建築された木造
住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

耐震改修助成の交付決定を受けていな
いこと

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

設置費用全額（上限30万円)

東京都
木造住宅等除却工事助
成

目黒区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 住民税・固定資産税完納者
昭和34年12月以前に建築された木造住宅
で、簡易診断による耐震性が不足

①ほかの補助事
業との併用は不
可

耐震改修助成の交付決定を受けていな
いこと

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

除却費用の50％

東京都
目黒区住宅リフォーム資
金助成

目黒区 ⑤リフォーム促進
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

一般リフォーム工事は区
内業者の施行
アスベスト除去工事は要
件なし

③その他の要件 住民税完納者 建物登記があり建築確認済みの住宅 ③その他

目黒区で行っている目黒区建築物耐震
改修助成等他の住宅に関する助成に関
する工事費用は原則として見積金額から
除く

②工事費用に応じて決定 工事費用の5％

東京都
目黒区重度身体障害者
（児）住宅設備改善費給
付事業

目黒区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

低廉な価格で良質かつ
適切な供給が確保できる
よう経営規模、地理的条
件、アフターサービス等
十分勘案する。

③その他の要件 給付は障害の等級により異なる。所得制限あり。
自己の所有でない家屋に居住する者は、
当該家屋の所有者又は管理者から設備の
改善について承諾を得ること。

④要件なし

（１）中規模改修
　介護保険特殊疾病認定者は介護保険
法に基づく住宅改修費の支給を受けても
不足する部分に限り認定
（２）屋内移動設備
　特になし

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用（上限
あり）

定額

目黒区高齢者自立支援 ①補助（診断士派 ④その他の要
申請年度に目黒区と高
齢者自立支援住宅改修 ①高齢者 身体障害

区内に住民票がある65歳以上の高齢者で、介護保
険の認定で要支援 要介護 または自立と判定され

区内に居住する住民票住所の住宅。自己
の所有でない家屋に居住する者は 当該 介護保険住宅改修給付と併用可 （住宅 ①特定の工事の工事費用に応

対象工事費が給付限度額を超える場合
は、各々の限度額分を給付。限度額以内

各々に補助上限額あり。　　　住宅改修
予防給付 20万円 住宅設備改修給付

東京都
目黒区高齢者自立支援
住宅改修給付事業

目黒区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

齢者自立支援住宅改修
協定を締結した施工業
者。

①高齢者・身体障害
者のみ

険の認定で要支援・要介護、または自立と判定され
た虚弱の方。工事完成まで認定期間があること。※
その他要件あり。

の所有でない家屋に居住する者は、当該
家屋の所有者又は管理者から設備の改善
について承諾を得ること。

③その他
介護保険住宅改修給付と併用可。（住宅
改修予防給付は除く）

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

は、各々の限度額分を給付。限度額以内
の場合は、対象工事範囲内の費用分を給
付。ただし、いずれの場合も各々の給付限
度額のうち、原則１割の自己負担あり。

予防給付 20万円　　住宅設備改修給付
便器の洋式化 16万2千円　低浴槽への
交換 37万9千円　流し・洗面台の取替え
15万6千円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都

平成23年度目黒区住宅
用新エネルギー及び省エ
ネルギー機器設置費助成
制度

目黒区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 申請者が居住する区内の住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

設置経費の3分の1以下で、太陽光発電シ
ステムは上限12万円、CO2冷媒ヒートポン
プ給湯器は3万2千円、潜熱回収型給湯器
は2万円

設置経費の3分の1以下で、太陽光発電
システムは上限12万円、CO2冷媒ヒート
ポンプ給湯器は3万2千円、潜熱回収型
給湯器は2万円

東京都
アスベスト分析調査費助
成

目黒区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内に建築物（平成18年9月30日以前に建築された
もの）を所有する者

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

分析調査費 分析調査費の1/2

東京都

○大田区耐震化助成事
業
　・耐震診断助成

大田区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

対象建築物の所有者。ただし、事業者は中小企業
基本法第2条の規定に適合するもの。
住民税を滞納していない者。
法人住民税を滞納していない者。
共同で所有する場合は、共有者によって合意された
代表者。

主な要件
大田区内に存する昭和56年5月31日以前
に建築確認を受けた民間建築物のうち、概
ね建築基準法に適合しているもの。（ただ
し、補強コンクリートブロック造等の耐震診
断基準のないものを除く。）
既に本助成を交付されていない建築物。
緊急輸送道路沿道建築物は、沿道に建つ
建築物の高さが建築物から前面道路まで
の水平距離に原則として、前面道路の幅
員に1/2の距離を加えたものを超える建築
物。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断や設計、耐震改修工事等に要し
た費用
※リフォーム工事は除く

①木造住宅
要する費用の2/3
②非木造住宅
要する費用の2/3
③マンション
要する費用の2/3
④緊急輸送道路沿道建築物
要する費用の4/5

東京都

○大田区耐震化助成事
業
　・耐震改修計画・設計助
成

大田区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

対象建築物の所有者。ただし、事業者は中小企業
基本法第２条の規定に適合するもの。
住民税を滞納していない者。
法人住民税を滞納していない者。
共同で所有する場合は、共有者によって合意された
代表者。

主な要件
大田区内に存する昭和56年５月31日以前
に建築確認を受けた民間建築物のうち、概
ね建築基準法に適合しているもの。（ただ
し、補強コンクリートブロック造等の耐震診
断基準の無いものを除く。）
既に本助成を交付されていない建築物。
緊急輸送道路沿道建築物は、沿道に建つ
建築物の高さが建築物から前面道路まで
の水平距離に原則として、前面道路の幅
員に1/2の距離を加えたものを超える建築
物。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断や設計、耐震改修工事等に要し
た費用
※リフォーム工事は除く

①木造住宅
要する費用の2/3
②非木造住宅
要する費用の2/3
③マンション
要する費用の2/3
④緊急輸送道路沿道建築物
要する費用の2/3

東京都

○大田区耐震化助成事
業
　・耐震改修工事助成

大田区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

①対象建築物の所有者。ただし、事業者は、中小企
業基本法第2条の規定に適合するもの。
②住宅の場合、申請者世帯に高齢者・障害者が居
住するか、世帯全員が住民税非課税の場合、優遇
措置あり。
③住民税を滞納していない者。
④法人住民税を滞納し な 者

主な要件
大田区内に存する昭和56年5月31日以前
に建築確認を受けた民間建築物のうち、概
ね建築基準法に適合しているもの。（ただ
し、補強コンクリートブロック造等の耐震診
断基準のないものを除く。）
既に本助成を交付されていない建築物。
緊急輸送道路沿道建築物は、沿道に建つ

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断や設計、耐震改修工事等に要し
た費用
※リフォーム工事は除く

・住宅
一般　要する費用の1/2
高齢者等　要する費用の2/3
・マンション
要する費用の1/2
・緊急輸送道路沿道建築物

④法人住民税を滞納していない者。
共同で所有する場合は、共有者によって合意された
代表者。

緊急輸送道路沿道建築物は、沿道に建つ
建築物の高さが建築物から前面道路まで
の水平距離に原則として、前面道路の幅
員に1/2の距離を加えたものを超える建築
物。

緊急輸送道路沿道建築物
要する費用の2/3

東京都

○大田区耐震化助成事
業
　・不燃化建替え工事助
成

大田区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

対象建築物の所有者。ただし、事業者は、中小企業
基本法第2条の規定に適合するもの。
住民税を滞納していない者。
法人住民税を滞納していない者。
共同で所有する場合は、共有者によって合意された
代表者。

主な要件
大田区内に存する昭和56年5月31日以前
に建築確認を受けた民間建築物のうち、概
ね建築基準法に適合しているもの。（ただ
し、補強コンクリートブロック造等の耐震診
断基準のないものを除く。）
一部助成対象地域のみ。
耐震診断の結果、「倒壊の危険性がある」
とされた木造住宅を耐火または準耐火建
築物の住宅に建替えること。
既に本助成を交付されていない建築物。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断や設計、耐震改修工事等に要し
た費用
※リフォーム工事は除く

要する費用の1/2

東京都
○雨水浸透施設設置事
業

大田区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他 標準工事費を設定 40万円まで全額助成

東京都
○大田区住宅修築資金
融資あっせん制度

大田区 ④災害予防 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

①大田区内の修繕工事をしようとする住宅に現在
お住まいになっている所有者又はその配偶者、親、
子若しくは子の配偶者である方。②年齢が満20歳
以上であること。③特別区民税及び都民税を滞納し
ていないこと。④現在この融資を受け、返済中でな
いこと。⑤前年の所得金額が、1200万円以内である
こと。⑥年間返済額の４倍以上の収入(前年分)があ
ること。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他 利子補給 貸付期間８年、利子１００％補給

東京都
○大田区住宅リフォーム
助成事業

大田区 ⑤リフォーム促進
①補助（診断士派
遣を含む）

③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者

③その他の要件

①大田区民。②工事対象住宅に居住していること。
③工事対象住宅の所有者又は賃借人であること。
③特別区民税及び都民税を滞納していないこと。④
区の助成制度、保険給付制度を利用される場合
は、自己負担が発生すること。⑤すでにこの制度の
助成を受けていないこと。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費用の５％（１０万円を上限）

東京都 屋上・壁面緑化助成 世田谷区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ・区内に屋上、壁面緑化を整備する建物 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

○屋上緑化　植栽基礎部分
○壁面緑化　植物の端から端までの面積
または、補助材の面積

○屋上緑化　2万円/㎡
○壁面緑化　1万円/㎡　　　　※併せて上
限50万円(助成対象経費の1/2を限度）

東京都 雨水タンク設置助成 世田谷区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 区内で建物に雨水タンクを設置するもの ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

○雨水タンク　屋根に降った雨水を使用す
るもので、製品として販売されており、一般
に購入可能なもの　500ℓ以下　1建物につ
き1基まで

本体購入費及び設置経費の1/2
※上限設置経費5千円　合計額3万5千円

東京都
住宅用太陽光発電システ
ム機器設置費補助金

世田谷区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

世田谷区に居住し、又は新築及び改築により、これ
から居住する住宅に機器を設置する方、集合住宅
の共用部の電力をまかなうために機器を設置する
方

④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

○補助対象経費(システム価格)
太陽電池モジュール、架台、インバータ、
保護装置、接続箱、直流側開閉器、交流
側開閉器、配線、配線器具の購入・据
付、余剰電力販売用電力計

東京都
高効率給湯器設置推進
事業

世田谷区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
世田谷区に居住し、又は新築及び改築により、これ
から居住する住宅に機器を設置する方、賃貸住宅
に居住し、住宅の所有者から設置の承諾を得た方

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

東京都 耐震改修 世田谷区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
木造住宅の耐震改修工事の助成については、ｌ個人
所有の建築物に限る

建築基準法に適合している建築物である
こと

③その他

区の助成を受けて耐震診断を実施し、そ
の結果大規模地震に対して倒壊する可
能性が高いと判定された建築物であるこ

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

昭和56年5月31日以前に建築された建築
物で
○木造住宅　上部構造評点を1.0以上とす
る工事

木造住宅　設計・監理費含め上限100万
円
非木造住宅　工事費用の3分の2　上限
200万円東京都 耐震改修 世田谷区 ①耐震改修

遣を含む）
⑤要件なし ③その他の要件

所有の建築物に限る こと
③その他

能性が高いと判定された建築物であるこ
と

じて決定 る工事
○非木造建築物　Is値を0.6以上とするこ工
事

200万円
※その他非木造の建築物については、
構造・用途・地域によって助成内容が異
なる



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都
渋谷区木造住宅耐震改
修助成事業

渋谷区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 区の耐震診断を受け、所有者自身が居住している。
区の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0
未満の住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

設計、耐震改修工事等に要した費用に限
る。
工事費については32,600円/㎡を限度とす
る。

改修工事等に要した費用の2分の1(高齢
者等、工事費用等50万円に50万円を超
えた2/3を加えた額)

東京都
渋谷区木造住宅耐震診
断コンサルタント派遣事
業

渋谷区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

区に登録したコンサルタ
ント（建築士）

③その他の要件 建物所有者

昭和５６年６月以前に建築された木造2階
建て以下の建物で、所有者の自己居住用
のもの

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他 自己負担無し

東京都
住宅修築資金融資あっせ
ん事業

渋谷区 ①耐震改修 ③利子補給 ⑤ ③その他の要件

(1) 区内に引き続き１年以上居住している方又は区
内に引き続き１年以上居住している親族と同居する
方であること。
(2) 申込人又は同居する親族の所有する家屋であ
ること。
(3) 償還完了時の年齢が７５歳未満であること。
(4) 十分な返済能力があること。
(5) 住民税を滞納していないこと。
(6) 連帯保証人１人が必要。ただし、金融機関より
の了解が得られればこの限りではない。
(7) 現にこの要綱に基づく資金融資を受けていない
こと。（水害による修築工事を除く。）

違法建築ではない住宅であること
①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他 利子補給による支援
１０年間 利子補給率
年１．９%のうち０．７%を補給

東京都
渋谷区住宅簡易改修支
援事業

渋谷区 ⑥その他

住宅改修による安全性の
向上及び快適な居住空間
の提供並びに小規模事業
者の振興による地域経済
の活性化

①補助 ④

施工事業者が組織する
組合等で、区と協定を締
結した団体の会員事業
者

④その他の要件

(1)住民登録または外国人登録をしている個人
(2)対象住宅の所有者、所有者の配偶者、親または
子
(3)対象住宅に現に居住していること

一戸建て住宅（店舗等と兼用の場合は、住
宅部分のみを対象）

①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定
消費税を除く５万円以上の工事費のうち
の２０%を助成。
ただし、上限は１０万円まで

東京都
渋谷区重度身体障害者
（児）住宅設備改善費支
給事業

渋谷区
②バリア
フリー改
修

①補助
（診断士
派遣を含
まず）

⑤要件なし ①身体障害者のみ ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

給付対象額の９割までを給付
※非課税世帯は１０割を給付
・基準額を超えた分については自己負担

東京都
高齢者住宅改修給付事
業

渋谷区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

（１）予防給付　６５歳以上で、介護保険の要介護認
定で「非該当」と認定され、改修が必要と認める方
（2）住宅改修設備給付　　　65歳以上で、介護保険
の要介護認定で「要支援」「要介護」「非該当」と認定
され、要件を満たした方

特になし ④要件なし
介護保険住宅改修給付と併用可。（住宅
改修予防給付は除く）

対象工事費が給付基準額を超える場合
は、各々の基準額分を給付。基準額以内
の場合は、対象工事範囲内の費用分を給
付。ただし、いずれの場合も各々の基準額
のうち、自己負担１割と基準額を超えた分
の全額。

１．区内に引き続き１年以上居住している
２．住民税の滞納がない
３ ご本人または同居親族が対象となる住宅を所有

１．発注者または同居親族が所有する住
宅
２．建築確認申請を必要とする場合は、確

済 検 済 が 修繕資金 資 施 修 補給
東京都 住宅資金等融資あっ施 中野区 ④災害予防 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

３．ご本人または同居親族が対象となる住宅を所有
している
４．申込時の年齢が２０歳以上で、返済完了時に７５
歳未満
５．前年の所得が１２００万円以下である

認済証と検査済証が得られる
３．アパート、店舗等との併用住宅の場合
は自己居住部分
４．増築または改築の場合は、住宅部分の
床面積が５０～１７５㎡（特例あり）

③その他
修繕資金の融資あっ施と耐震改修の融
資あっ施の併用のみできる。

⑥その他 利子補給による支援
１０年間 利子補給率
２．５２%

東京都 耐震改修資金融資あっ施 中野区 ①耐震改修 ③利子補給
②都道府県（市
区町村）内の事
業者

区に登録した施行者が
工事を行うこと。

③その他の要件

１．区内に引き続き１年以上居住している
２．住民税の滞納がない
３．ご本人または同居親族が対象となる住宅を所有
している
４．申込時の年齢が２０歳以上で、返済完了時に７５
歳未満
５．前年の所得が１２００万円以下である

１．区が実施した耐震診断の総合評点が
１．０未満の一戸建て住宅

２．昭和５６年５月３１日以前に建築され
た、木造在来工法平屋建て又は２階建て
の一戸建て住宅

③その他
修繕資金の融資あっ旋と耐震改修の融
資あっ施の併用のみできる。

⑥その他 利子補給による支援
５年間 利子補給率
３．０２%

東京都 高齢者住宅改修費助成 杉並区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

６５歳以上で、介護保険の要介護認定で「非該当」と
認定され、区が必要と認める方

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

20万円を給付限度とし、本人所得により
工事費用の9割または工事費用全額

東京都
住宅用太陽エネルギー利
用機器導入助成

杉並区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
自らが居住する住宅に設置すること（店舗併用住宅
可）

特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

４万円×太陽電池モジュール公称最大出
力（Ｋｗ）上限額１２万円

４万円×太陽電池モジュール公称最大
出力（Ｋｗ）上限額１２万円

東京都
省エネルギー機器導入助
成

杉並区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
自らが居住する住宅に設置すること（店舗併用住宅
可）

特になし ④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

潜熱回収型給湯器（２万円）CO2冷媒ヒー
トポンプ給湯器（５万円）ガス発電給湯器
（５万円）燃料電池（１５万円）

定額

東京都
住宅修築資金融資あっせ
ん制度

杉並区 ⑥その他 住宅ストックの活用 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

①区内に1年以上住所を有する者
②自己所有又は配偶者・直系親族が所有する住宅
③前年の所得が100万円以上1200万円未満
④20歳以上、返済完了時70歳未満
⑤住民税未滞納
⑥連帯保証人を1名得られる（連帯保証人の要件
有）
⑦現在同一の住宅について同制度を利用していな
い

専用住宅：床面積165㎡以下（特例240㎡
以下）
賃貸用住宅：一戸あたりの居住用面積25
㎡

③その他
杉並区で行っている産業融資資金との
併用は不可

⑥その他 工事の見積書の範囲

一般利率：1.5%（本人負担）、0.5%（杉並区
負担）
特例利率：1.0%（本人負担）、1.0%（杉並区
負担）

東京都
雨水浸透施設設置助成
金

杉並区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 所有者が個人であること（法人は不可）

①敷地面積1,000㎡未満
②現状で、雨水排水が下水に接続されて
いる建物で、浸透施設の設置により下水の
負担が軽減される場合。

④要件なし ⑥その他
標準構造図の型式ごとに定めた助成単価
×出来高 限度額40万円

東京都
水害予防住宅高床化工
事助成金

杉並区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

①対象地域：区ハザードマップによる0.5ｍ
以上の浸水予測及び過去に水害のあった
箇所を含む街区。
②高床化構造基準を満たすこと。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

既存住宅の場合は高床化に要した費用
高床化工事に要した費用の2分の1
限度額200万円

東京都 防水板設置工事助成金 杉並区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 個人であること 浸水の恐れがある住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

防水板設置工事等に要した費用
防水板設置工事等に要した費用の2分の
1
限度額50万円

東京都
住宅・建築物耐震改修事
業

杉並区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・建物の所有者
・他の補助金を受けていないこと
・住民税等を滞納していないこと
・大手企業所有でないこと

昭和56年6月以前に建てられた建物で、区
の実施する診断の結果耐震性が劣る。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断
・木造精密診断定額補助
･木造以外の精密診断1/2～1/4

耐震改修
･木造住宅　1/2
・木造以外1/2～1/4



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都 屋上・壁面緑化助成制度 杉並区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

区内に建築物を所有または借りている者のうち屋
上・壁面緑化を行うもの。ただし次の者は除く。
①国、地方公共団体その他これに準ずる団体
②他の制度で屋上緑化等関連助成を受ける者
③当該年度において、既に本要綱の助成を受けて
いる建物の所有者等

建築基準法その他の法令等に適合するも
ので、構造的に屋上・壁面緑化が可能で、
建築物安全強度が確認できているもの
昭和56年6月以降に建築された建物で検
査済証があること
原則、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの
強固な構造であること

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他
基準単価に対象面積を乗じたものと緑化
工事等の経費の2分の一のいずれか小さ
い額が助成金額となる。

基準単価に対象面積を乗じたものと緑化
工事等の経費の2分の一のいずれか小さ
い額が助成金額となる。

東京都 耐震改修補助事業 豊島区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

・豊島区内に存する昭和56年5月31日以前
に建築された、在来軸組構造による、階数
が2以下の住宅（兼用住宅を含む）で、専用
住宅部分が床面積の1/2以上であること。
・補強設計に基づく耐震改修工事により、
耐震診断の結果が上部構造評点1.0以上
であること。
・建築基準法第2条第1項第
8号に定める防火構造であるもの、又は耐
震改修工事により同構造となるもの。
・建築基準法第43条に抵触しない敷地で、
接する道路幅員12メートル以下のものであ
ること。
・建築物（塀等を含む。）が
豊島区狭あい道路拡幅整備条例第2条に
定める後退用地等の区域内に突出しない
こと。
・その他建築基準法上、重大な疑義が認
められないこと。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成の対象となる経費は、低耐力住宅の
耐震改修工事に必要と認められる費用

助成対象経費の3分の2。ただし、当該金
額が100万円を超える場合は、100万円と
する。

東京都
エコ住宅普及促進費用助
成制度
①太陽光発電

豊島区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・豊島区内において、自身が居住するための住宅又
は居住を予定する住宅に、新たに対象機器を設置
する方
・太陽光発電システム機器を設置する場合は、電力
会社と電灯契約を結ぶこと。
・機器の導入にあたっては、導入する機器が未使用
であること。

④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

出力1キロワットあたり2万5千円

東京都
エコ住宅普及促進費用助
成制度
②太陽熱温水器

豊島区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・豊島区内において、自身が居住するための住宅又
は居住を予定する住宅に、新たに対象機器を設置
する方
・機器の導入にあたっては、導入する機器が未使用
であること。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

設置に要する経費の10％

○住宅用潜熱回収型給湯器（エコジョー
ンズ）

東京都
エコ住宅普及促進費用助
成制度
③高効率給湯器など

豊島区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・豊島区内において、自身が居住するための住宅又
は居住を予定する住宅に、新たに対象機器を設置
する方
・機器の導入にあたっては、導入する機器が未使用
であること。

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

ンズ）
一律3万円
○住宅用自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯
機（エコキュート
一律5万円
○住宅用ガス発電給湯機（エコウィル）
一律5万円

東京都
エコ住宅普及促進費用助
成制度
④雨水貯留槽

豊島区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・豊島区内において、自身が居住するための住宅又
は居住を予定する住宅に、新たに対象機器を設置
又は対象工事を施工する方
・機器の導入にあたっては、導入する機器が未使用
であること。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

設置に要する経費の50％（上限5万円）

東京都
エコ住宅普及促進費用助
成制度
⑤省エネ改修等

豊島区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・豊島区内において、自身が居住するための住宅又
は居住を予定する住宅に、新たに対象工事を施工
する方
・機器の導入にあたっては、導入する機器が未使用
であること。

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

○高反射塗装工事（日射の反射による対
策としての屋根面の塗装工事）
・一律2万円（最低塗装面積35平方メート
ル以上100平方メートル未満）
・一律4万円（塗装面積100平方メートル
以上）

東京都
分譲マンションの耐震改
修助成事業

豊島区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 マンション管理組合 ②工事費用に応じて決定 耐震改修工事に要した費用の23％

東京都
アスベスト分析調査費用
の助成

豊島区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

アスベストを含有している可能性のある吹
付材等が使用されている区内の建築物に
ついて、専門調査機関によるアスベスト分
析調査に要した費用（採取のための出張
料を含む）

・消費税を除く調査費の全額
・助成限度額は25万円
・建築物1棟につき1回限り
・アスベスト分析調査を実施する前に申
請したもの

東京都
マンション耐震化支援事
業

北区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 マンション管理組合

旧耐震基準の北区内分譲マンション。加え
て「耐震診断費用助成」、「耐震設計費用
助成」及び「耐震改修費用助成」の場合
は、全戸数（ただし居住に要している住戸
に限る）の半数以上の異なる区分所有者
が存すること、建築物の耐震改修の促進
に関する法律第8条第3項の規定に基づく
建築物の耐震改修の計画の認定を受けて
いること。

④要件なし ⑥その他

「耐震アドバイザー派遣」「簡易耐震診断
派遣」は派遣費用が無料。
「耐震診断費用助成」は診断費用に応じて
決定。
「耐震設計費用助成」は設計費用に応じて
決定。
「耐震改修費用助成」は工事費用に応じて
決定。

●「耐震アドバイザー派遣」「簡易耐震診
断派遣」は全額（現物支給）
●「耐震診断費用助成」は費用の1/3か
つ100万まで
●「耐震設計費用助成」は費用の1/3か
つ100万まで
●「耐震改修費用助成」は1/3かつ規模
等に応じ以下の限度額
5,000㎡未満：2,000万円
10,000㎡未満：2,500万円
10,000㎡：3,000万円

東京都
マンション建替・修繕計画
支援事業

北区 ⑤リフォーム促進
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 マンション管理組合 北区内分譲マンション ④要件なし ⑥その他

●「老朽度判定調査（劣化診断）に対す
る助成」は費用の20％かつ20万円まで
●「アスベスト調査診断に対する助成」は
費用の50％かつ10万円まで。

東京都 住宅リフォーム支援事業 北区 ⑥その他
定住化及び①②③のため
の工事

③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

「改修後の住宅に居住する方」又は「居住する方の
三親等以内の親族」であること。金融機関と締結す
るリフォームローン（公的融資を除きます）の金銭消
費貸借契約書の契約者であること。その他要件あ
り。

「申請者」又は「申請者の三親等内の
親族」が居住する住宅。「申請者」又は
「申請者の三親等内の親族」が所有す
る住宅。その他要件あり。

③その他
他の同種の利子補給制度を受けない方
及び住宅

⑥その他
1年間に返済した利子の50％かつ20万円
まで。

東京都
居住あんしん修繕支援事
業

北区 ⑤リフォーム促進
住宅の長寿命化、区民の
定住化

①補助 ② 区内施工業者 ③
●区内に１年以上居住
●住民税滞納ないこと
●工事後も一定期間以上居住すること

自己所有 ① 　 ②
１０万円以上の修繕工事について、工事
費用の２０％（上限１０万円）

東京都
木造民間住宅耐震診断
士等派遣事業

北区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

区が委託している耐震診
断士

③その他の要件
所有者かつ居住者であり、住民税を滞納していない
こと

昭和56年5月31日以前に着工した木造住
宅で、地上2階建て以下（地階なし）のもの

④要件なし ⑥その他 全額区が負担



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都
北区木造民間住宅耐震
化促進事業（耐震補強設
計事業）

北区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

①建築士法による1級、2
級、木造建築士である者
②財団法人日本建築防
災協会主催による「木造
住宅の耐震診断と補強
方法講習会」の受講終了
証の交付を受けている者
③都道府県又は他市区
町村に耐震診断士として
登録された者

③その他の要件
所有者かつ居住者であり、住民税を滞納していない
こと

①木造住宅で地上2階以下（地階なし）のも
の
②耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の
もの
③昭和56年5月31日以前に着工したもの
④建築基準法に著しい違反がなく、改修す
ることにより解消されるもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震補強設計に要した費用 耐震補強設計に要した費用の2/3

東京都
北区木造民間住宅耐震
化促進事業（耐震改修工
事事業）

北区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

①都道府県、他区市町
村の耐震改修に関する
助成対象の工事を行なう
者として登録された者
②都道府県、他区市町
村の耐震改修に関する
助成対象の工事を行なっ
た実績のある者

③その他の要件
所有者かつ居住者であり、住民税を滞納していない
こと

①木造住宅で地上2階以下（地階なし）のも
の
②耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の
もの
③昭和56年5月31日以前に着工したもの
④建築基準法に著しい違反がなく、改修す
ることにより解消されるもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修工事に要した費用 耐震改修工事に要した費用の2/3

東京都
北区耐震シェルター等設
置支援事業

北区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

①対象建築物の居住者であり、住民税を滞納して
いない方
②20歳以上60歳未満の者（障害等級1級又は2級を
除く）がいないこと
③申請者が属する世帯全員の所得の合計額が年
間200万円以下であること

昭和56年以前に着工した木造住宅で、地
上2階建て以下（地階なし）のもの

①ほかの補助事
業との併用は不
可

これまでに、「北区木造民間住宅耐震化
促進事業」に基づく耐震改修工事費の助
成を受けていない者

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震シェルター等の設置工事に要した費
用（補強工事を含む。）

耐震シェルター等の設置工事に要した費
用の9/10

東京都
雨水浸透施設設置工事
費助成要綱

北区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

東京都 高齢者住宅改造費助成 北区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

・北区に住所のある６５歳以上の在宅の方
・介護保険の要介護認定を受けた方（非該当を含
む）
・住宅改造が必要と認められた方

・既存の設備では身体状況において使用
できない場合

③その他
・要支援、要介護の方は介護保険が優
先

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

※各種目ごとに限度額の９割助成
・生活保護は自己負担なし
・住民非課税世帯は０.５割
・その他１割

東京都

新エネルギー及び省エネ
ルギー機器等導入助成
(住宅・事業所用）
①太陽光発電システム、
太陽熱温水器

北区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・区内に居住又は居住する予定の方の場合は、そ
の住宅に助成対象機器等を自ら使用する目的で設
置又は施工する方。・区内に事業所を有する又は有
する予定の場合は、その事業所に助成対象機器等
を自ら使用する目的で設置または施工する方。区
内の建築物における区分所有者の団体の管理者の
場合は その建築物の共有部分に助成対象機器等

特になし ③その他

太陽光発電システム：国の助成の併給
の有無により助成金額が変化
太陽熱温水器：住宅エコポイントとの併
給は不可

④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

太陽光発電システム：1kw当たり４万円
（国の助成を受ける場合）/１ｋｗ当たり８
万円（国の助成を受けない場合、太陽熱
温水器：１㎡当たり５万円、

太陽熱温水器
場合は、その建築物の共有部分に助成対象機器等
を自ら使用する目的で設置又は施工する方。

東京都

新エネルギー及び省エネ
ルギー機器等導入助成
(住宅・事業所用）
②遮熱性塗料,家庭用燃
料電池装置

北区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・区内に居住又は居住する予定の方の場合は、そ
の住宅に助成対象機器等を自ら使用する目的で設
置又は施工する方。・区内に事業所を有する又は有
する予定の場合は、その事業所に助成対象機器等
を自ら使用する目的で設置または施工する方。区
内の建築物における区分所有者の団体の管理者の
場合は、その建築物の共有部分に助成対象機器等
を自ら使用する目的で設置又は施工する方。

特になし ④要件なし

遮熱性塗料：⑤使用する材料
量に応じて補助額を決定
家庭用燃料電池装置③（工事
費用にかかわらず）定額を補
助

遮熱性塗料：以下の２つのうち、少ない
方の金額①塗布面積1㎡当たり１,０００円
②助成対象経費の1/2、家庭用燃料電池
装置５万円

東京都

新エネルギー及び省エネ
ルギー機器等導入助成
(住宅・事業所用）
③高効率給湯器など

北区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・区内に居住又は居住する予定の方の場合は、そ
の住宅に助成対象機器等を自ら使用する目的で設
置又は施工する方。・区内に事業所を有する又は有
する予定の場合は、その事業所に助成対象機器等
を自ら使用する目的で設置または施工する方。区
内の建築物における区分所有者の団体の管理者の
場合は、その建築物の共有部分に助成対象機器等
を自ら使用する目的で設置又は施工する方。

特になし ④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

CO2冷媒ヒートポンプ給湯器５万円、潜
熱回収型給湯器２万円

東京都
東京都北区重度身体障
害者（児）住宅設備改善
費補助事業

北区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

区内居住者（入所・入院中の方は除く）
小規模住宅改修
　学齢児以上６５歳未満で、①下肢又は体幹に係る
障害の程度が１．２．３級②補装具として車椅子の
交付を受けた内部障害者
ただし、温水洗浄便座への取り替えについては上
肢機能障害１．２級を併せ持つ者
中規模住宅改修
学齢児以上６５歳未満で、①下肢又は体幹に係る
障害の程度が１．２級②補装具として車椅子の交付
を受けた内部障害者
屋内移動設備
学齢児以上で歩行ができない状態であり、①上肢、
下肢又は体幹のいずれかに係る障害の程度が１級
②補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者
いずれも区民税所得割額が４６万円未満であること

特になし（借家は家主の承諾が必要） ③その他 介護保険優先
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象の改修にかかる費用

小規模住宅改修　２０万円
中規模住宅改修６４万１千円
屋内移動設備
本体　９７万９千円
設置費　３５万３千円
を上限とする。このうち１割自己負担（負
担上限額あり）

東京都
荒川区木造建物耐震化
推進事業

荒川区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件
・建物の所有者
・現在居住している
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない

昭和５６年５月３１日以前に建築された、新
耐震基準を満たしていない住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震補強設計費の２/３（１/２）
耐震補強工事費の２/３（１/２）
（　）は貸家の場合
高齢者世帯の場合２/３

東京都
荒川区非木造建物耐震
化推進事業

荒川区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・建物の所有者
　（分譲マンションの場合は管理組合又は区分所有
者）
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない
・現在居住している

昭和５６年５月３１日以前に建築された、新
耐震基準を満たしていない住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断費の２/３（１/２）
耐震補強設計費の２/３（１/２）
耐震補強工事費の２/３（１/２）
（　）は貸家・賃貸マンションの場合

東京都
荒川区住宅増修築資金
融資あっせん事業

荒川区 ⑤リフォーム促進 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

・建物の所有者又は使用者
・申請者及び同居者の合計所得が1200万円以下
・返済完了時の年齢が８０才以下
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない

・住居部分が総床面積の１/２以上の住宅
・共同住宅（分譲のみ）

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

区の指定した金融機関と契約（利率３．
０％固定金利）
一般世帯：年０．９％（本人負担２．１％）
高齢者・心身障害者同居世帯：年１．２％
（本人負担１．８％）
返済期間：７年以内

東京都

荒川区地球温暖化防止
及びヒートアイランド対策
事業
①屋上緑化

荒川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・建物の所有者
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない 特になし ④要件なし

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

２万円/㎡または設置工事費の１/２のう
ち、どちらか小さい額

荒川区地球温暖化防止 建物の所有者 ①特定の工事の工事費用に応 １万円/㎡または設置工事費の１/２のう

東京都

荒川区地球温暖化防
及びヒートアイランド対策
事業
②壁面緑化

荒川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・建物の所有者
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない 特になし ④要件なし

①特定の 事の 事費用 応
じて決定

万円 または設置 事費の のう
ち、どちらか小さい額



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都

荒川区地球温暖化防止
及びヒートアイランド対策
事業
③雨水貯水槽

荒川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・建物の所有者
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない 特になし ④要件なし

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

（雨水槽容量/１０リットル）×１千円また
は設置工事費の１/２のうち、どちらか小
さい額

東京都

荒川区地球温暖化防止
及びヒートアイランド対策
事業
④太陽光発電システム

荒川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・建物の所有者
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない 特になし ④要件なし

④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

２万円/１Kw

東京都

荒川区地球温暖化防止
及びヒートアイランド対策
事業
⑤遮熱性塗装：

荒川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・建物の所有者
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない 特になし ④要件なし

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

１千円/㎡または設置工事費のうち、１/２
のどちらか小さい額

東京都

荒川区地球温暖化防止
及びヒートアイランド対策
事業
⑥太陽熱ソーラーシステ

荒川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・建物の所有者
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない 特になし ④要件なし

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

２万円/㎡（集熱器面積）または設置工事
費の１/２のうち、どちらか小さい額

東京都

荒川区地球温暖化防止
及びヒートアイランド対策
事業
⑦太陽熱温水器

荒川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・建物の所有者
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない 特になし ④要件なし

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

１万円/㎡（集熱器面積）または設置工事
費の１/２のうち、どちらか小さい額

東京都

荒川区地球温暖化防止
及びヒートアイランド対策
事業
⑧家庭用燃料電池装置

荒川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・建物の所有者
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない 特になし ④要件なし

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

設置工事費の１/２（機器費用を除く）

東京都

荒川区地球温暖化防止
及びヒートアイランド対策
事業
⑨ガスエンジン給湯器

荒川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・建物の所有者
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない 特になし ④要件なし

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

設置費用の１/２０

東京都

荒川区地球温暖化防止
及びヒートアイランド対策
事業
⑩高効率給湯器

荒川区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・建物の所有者
・区民税等税金及び国民健康保険料の滞納がない 特になし ④要件なし

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

設置費用の１/５

東京都 リフォーム支援事業 板橋区 ⑥その他
リフォーム事業者の情報提
供と金融機関リフォーム
ローンの金利優遇

区内協定金融機
関のリフォーム
ローンの金利優
遇

④その他の要
件

区内のリフォーム登録事
業者

④要件なし 現に区内に存する自宅であればよい ④要件なし ⑥その他 特になし 特になし

東京都
板橋区木造住宅耐震化
推進事業

板橋区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件 特別区民税・都民税を滞納していないこと。 2階建て以下。 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改善工事に要する費用 ２分の1

東京都
住宅用新エネルギー・省
エネルギー機器導入補助
事業

板橋区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・区内の自ら居住する住宅に新しく対象機器を設置
する個人。
・申請時点において、設置工事が完了していないこ
と。
・平成24年3月19日までに設置完了報告書を提出で

④要件なし ⑥その他 出力１kwあたり2.5万円
事業 ・平成24年3月19日までに設置完了報告書を提出で

きること。
・特別区民税・都民税を滞納していないこと。

東京都
住宅用新エネルギー・省
エネルギー機器導入補助
事業

板橋区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・区内の自ら居住する住宅に新しく対象機器を設置
する個人。
・申請時点において、設置工事が完了していないこ
と。
・平成24年3月19日までに設置完了報告書を提出で
きること。
・特別区民税・都民税を滞納していないこと。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用 補助対象設備の設置経費の１００分の５

東京都
住宅用新エネルギー・省
エネルギー機器導入補助
事業

板橋区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・区内の自ら居住する住宅に新しく対象機器を設置
する個人。
・申請時点において、設置工事が完了していないこ
と。
・平成24年3月19日までに設置完了報告書を提出で
きること。
・特別区民税・都民税を滞納していないこと。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用 補助対象設備の設置経費の１００分の５

東京都
住宅用新エネルギー・省
エネルギー機器導入補助
事業

板橋区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・区内の自ら居住する住宅に新しく対象機器を設置
する個人。
・申請時点において、設置工事が完了していないこ
と。
・平成24年3月19日までに設置完了報告書を提出で
きること。
・特別区民税・都民税を滞納していないこと。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用 補助対象設備の設置経費の１００分の５

東京都
住宅用新エネルギー・省
エネルギー機器導入補助
事業

板橋区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・区内の自ら居住する住宅に新しく対象機器を設置
する個人。
・申請時点において、設置工事が完了していないこ
と。
・平成24年3月19日までに設置完了報告書を提出で
きること。
・特別区民税・都民税を滞納していないこと。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用 補助対象設備の設置経費の１００分の５

東京都
住宅用新エネルギー・省
エネルギー機器導入補助
事業

板橋区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・区内の自ら居住する住宅に新しく対象機器を設置
する個人。
・申請時点において、設置工事が完了していないこ
と。
・平成24年3月19日までに設置完了報告書を提出で
きること。
・特別区民税・都民税を滞納していないこと。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用 補助対象設備の設置経費の１００分の５

東京都
戸建住宅耐震改修工事
等助成事業

練馬区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 120万円の助成を受ける場合は所得制限あり
昭和56年5月以前に建築され、所有者が居
住している一戸建ての住宅

③その他
耐震に係る他の補助事業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修工事費用の３分の２（所得一定
以下の場合は５分の４）

東京都
民間建築物耐震改修工
事等助成事業

練馬区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
昭和56年5月以前に建築確認を受け、着工
した分譲マンション

③その他
耐震に係る他の補助事業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修工事費用の３分の１

東京都
練馬区住宅修築資金融
資あっせん

練馬区 ⑥その他 修築資金の融資あっせん ④融資（有利子） ⑤要件なし ③その他の要件

・１年以上練馬区に在住
・20歳以上で償還完了時に70歳未満
・前年の所得が1,200万円以下
・区民税・軽自動車の滞納がないこと
・要連帯保証人

区内にある住宅で居住部分の床面積が
175㎡以下の住宅

③その他 他の助成額を除いた額を対象 ⑥その他 利子補給率０．０％～２．２％

東京都
練馬区地球温暖化対策
設備設置補助事業
①太陽光発電設備

練馬区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・区内に在住していること。
・住民税の滞納がないこと。

区内の住宅であること
太陽電池の定格出力の合計が２ｋｗ以上
てあること。

③その他

補助を申請する設備について、区の他部
署より補助を受けることは不可。
１世帯１申請。複数設備の申請は不可
国や都の補助制度との併用は可。

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

定額
※　設備ごとに補助上限額を設定

東京都

練馬区地球温暖化対策
設備設置補助事業
②太陽光発電設備以外
の設備

練馬区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・区内に在住していること。
・住民税の滞納がないこと。

区内の住宅であること ③その他

補助を申請する設備について、区の他部
署より補助を受けることは不可。
１世帯１申請。複数設備の申請は不可
国や都の補助制度との併用は可。

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

定額
※　設備ごとに補助上限額を設定

東京都
福祉のまちづくり整備助
成

練馬区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 延床面積1000㎡以上の共同住宅の管理組合等
①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象バリアフリー改修工事にかかる
経費の1/2



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都 耐震診断助成事業 足立区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

木造住宅の診断は、区
の登録耐震診断士によ
るものとする

③その他の要件 対象建築物の所有者（不動産業者は除く）
昭和５６年５月３１日以前の耐震基準で建
築された居住用建物

①ほかの補助事
業との併用は不
可

類似の他制度との併用は不可
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

診断費用
○木造住宅・非木造住宅　定額
○共同住宅　1/2

東京都
木造住宅耐震改修工事
助成

足立区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

区の登録耐震診断士の
工事監理によるものとす
る

③その他の要件 対象建築物の所有者（不動産業者は除く）

・昭和５６年５月３１日以前の耐震基準で建
築された居住用建物
・耐震診断助成を受けて実施した耐震診断
の結果、耐震性が不足しているものと判定
された木造住宅（共同住宅は除く）

①ほかの補助事
業との併用は不
可

類似の他制度との併用は不可
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象工事費 1/2（1,000円未満切捨て）

東京都
非木造住宅耐震改修工
事助成

足立区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 対象建築物の所有者（不動産業者は除く）

・昭和５６年５月３１日以前の耐震基準で建
築された居住用建物
・耐震診断助成を受けて実施した耐震診断
の結果、耐震性が不足しているものと判定
された非木造住宅（共同住宅は除く）

①ほかの補助事
業との併用は不
可

類似の他制度との併用は不可
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象工事費 1/2（1,000円未満切捨て）

東京都
共同住宅耐震改修工事
助成

足立区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・対象建築物の所有者（不動産業者は除く）
・耐震改修計画について、評定及び認定を取得した
もの

・昭和５６年５月３１日以前の耐震基準で建
築された居住用建物
・耐震診断助成を受けて実施した耐震診断
の結果、耐震性が不足しているものと判定
された共同住宅
・分譲・賃貸問わず

①ほかの補助事
業との併用は不
可

類似の他制度との併用は不可
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象工事費 1/3（1,000円未満切捨て）

東京都 住まいの改良助成 足立区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・この助成を受けた方のいない世帯
・特別区民税を滞納していない方
・段差解消工事・手すりの設置工事については、原
則65歳以上の方がいない世帯（分譲マンション共用
部分除く）

・自己所有で自己居住の住宅（分譲マン
ションの専有部分含む）
・分譲マンションの共用部分

①ほかの補助事
業との併用は不
可

類似の他制度との併用は不可
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象工事費
1/10又は基準額と比較して低い額（1,000
円未満切捨て）

東京都 アスベスト対策費の助成 足立区 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 区内に対象建築物を所有する個人
・平成元年以前に建設された建築物
・除去等工事完了日から引き続き５年間継
続的に使用される建築物

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象工事費

○成分分析調査及び空気環境測定調査
1/2（1,000円未満切捨て）
○除去等工事　1/2（1,000円未満切捨
て）

東京都
足立区接道部緑化工事
助成制度

足立区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
幅員4.0ｍ以上の道路に接する場所の緑化工事を
行う方

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

○生垣設置： 12,000円/m
○植込地の設置： 12,000円/㎡
○ﾌｪﾝｽ等緑化の設置：2,000円/m
○塀の撤去：5,000円/㎡

○屋上緑化(草本、土厚15cm未満）：工
事費の1/2または5,000円/㎡の小さい方
○屋上緑化(草本、土厚15cm以上）：工

東京都
足立区建築物緑化工事
助成制度

足立区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 建築物に緑化工事を行う方 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

事費の1/2または15,000円/㎡の小さい
方
○屋上緑化(樹木、土厚30cm以上)：工事
費の1/2または30,000円/㎡の小さい方
○壁面緑化：工事費の1/2または5,000円
/㎡の小さい方

東京都
住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金

足立区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内の自ら居住する住宅（集合住宅を含む）に太陽
光発電システムを設置した者

③その他 国や東京都の補助事業との併用可。
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

１kWあたりの金額に発電設備最大出力
（kW表示とし、小数点以下２けた未満切捨
て）を乗じて得た額

1kWあたり10万円

東京都
住宅用太陽熱利用システ
ム設置費補助金

足立区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内の自ら居住する住宅（集合住宅を含む）に太陽
熱利用システムを設置した者

②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

原則として、財団法人東京都環境整備公
社の補助金の交付決定通知を受けた太
陽熱利用システムであること

④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

○ソーラーシステム（強制循環式）
　集熱器１㎡あたりの金額に集熱器全体
の面積（㎡表示とし、小数点以下２けた未
満切捨て）を乗じて得た額
○太陽熱温水器（自然循環式）
　集熱器１㎡あたりの金額に集熱器全体
の面積（㎡表示とし、小数点以下２けた未
満切捨て）を乗じて得た額

○ソーラーシステム（強制循環式）　集熱
器１㎡あたり16,500円（100円未満切捨
て）
○太陽熱温水器（自然循環式）　集熱器
１㎡あたり9,000円（100円未満切捨て）

東京都
小型雨水貯留層購入費
補助金

足立区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内に居住している区民又は区内にある建物の所
有者

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象機器の本体価格及び設置工事
費の合計金額

１／２
（区が重点的にまちづくりを進めている地
区等では３／４になる場合あり）

東京都
生ごみ処理機・コンポスト
化容器購入費補助金

足立区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内の自ら居住している住宅に機器を設置した区
民

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象機器の本体価格 １／２

東京都
葛飾区木造建築物耐震
診断助成

葛飾区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

建築士法第２条による建
築士で、社団法人東京都
建築士事務所協会葛飾
支部の会員である者、若
しくは東京都木造住宅耐
震診断事務所登録制度
実施要綱第２条第八の
耐震診断事務所に所属
する者

③その他の要件 対象建築物の所有者 葛飾区内に建築されたもの
①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断に要する経費の２分の１以内

東京都
葛飾区木造建築物耐震
改修設計助成

葛飾区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

建築士法第２条による建
築士で、社団法人東京都
建築士事務所協会葛飾
支部の会員である者、若
しくは東京都木造住宅耐
震診断事務所登録制度
実施要綱第２条第八の
耐震診断事務所に所属
する者

③その他の要件 対象建築物の所有者 葛飾区内に建築されたもの
①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修設計に要する経費の２分の１以
内

東京都
葛飾区木造建築物耐震
改修助成

葛飾区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 対象建築物の所有者 葛飾区内に建築されたもの
①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修工事に要する経費の２分の１以
内

東京都
葛飾区民間建築物耐震
診断助成

葛飾区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

建築士法第２条第２項の
一級建築士又は同条第
３項の二級建築士

③その他の要件
①対象建築物の所有者　②マンション管理組合の
代表又は区分所有者の代表

葛飾区内に建築されたもの
①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

①②耐震診断に要する経費の２分の１以
内

東京都
葛飾区民間建築物耐震
改修設計助成

葛飾区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

建築士法第２条第２項の
一級建築士又は同条第
３項の二級建築士が設
計を行い、（財）日本建築
防災協会等の評定を受
けたもの

③その他の要件
①②対象建築物の所有者または管理者　③マン
ション管理組合の代表又は区分所有者の代表

葛飾区内に建築されたもの
①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

①②③④耐震改修設計に要する経費の
２分の１以内

東京都
葛飾区民間建築物耐震
改修助成

葛飾区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
①②対象建築物の所有者または管理者　③マン
ション管理組合の代表又は区分所有者の代表

葛飾区内に建築されたもの
①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

①②③耐震改修工事に要する経費の２
分の１以内　④5,000㎡超は経費の３分
の１以内

改修助成 遣を含む） ション管理組合の代表又は区分所有者の代表
可

じて決定
の１以内



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都
省エネ設備・機器整備費
助成金

葛飾区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

区内に住民登録をしている方で、区内にある自ら居
住する住宅に新たに設置し使用する個人の方。
前年度の特別区民税・都民税を滞納していないこ
と。
対象設備・機器について区の他の助成制度を受け
ていないこと。

特になし ④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

定額

東京都
太陽光発電システム設置
助成

葛飾区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

区内に住民登録をしている方で、区内にある自ら居
住する住宅に新たに設置し使用する個人の方。
前年度の特別区民税・都民税を滞納していないこ
と。
対象設備・機器について区の他の助成制度を受け
ていないこと。

建築基準法その他の法令等に適合するも
のであること。
集合住宅は対象外

④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

（1）太陽光発電システム：１ｋｗ当たり
80,000円に太陽電池の最大出力を乗じ
た額　限度額400,000円
（2）電力量計測用メーター：設置費用に
応じて　限度額10,000円

東京都 雨水貯水槽設置費補助 葛飾区
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
区内にある住宅などに雨水貯水槽（容量100ℓ以上）
を設置し、設置者本人が引き続き雨水利用を行う
方。

④要件なし ②工事費用に応じて決定

（１）小型雨水貯水槽（100ℓ以上500ℓ以
下）
　本体及び設置費用の1/2　限度額
25,000円
（２）大型雨水貯水槽（500ℓ以上）
  本体及び設置費用の1/2　貯水容量
100ℓあたり5,000円で計算し50,000円を限
度とする

東京都
地球環境保全融資あっせ
ん

葛飾区
③エコリフォーム促
進

③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件
前年所得2千万円以下、区民税滞納無し、区内1年
以上居住、20歳以上

③その他
国、都の補助金との併用可。ただし区の
他の助成制度との併用不可。

⑥その他 利子補給、信用保証料

利子補給　利率２．１％（うち本人負担
0.7％区補助1.4％）
償還期間5年
信用保証料補助

東京都
民間建築物バリアフリー
化整備費助成

葛飾区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

東京都福祉のまちづくり条例による届出義
務のない施設（200㎡以下で不特定多数の
人が利用する施設）を対象とする。ただし、
個人の住宅や集合住宅は対象外。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象となる経費は、東京都福祉のま
ちづくり条例施行規則別表第３、第５、第７
から第９、及び第１１までの規定に基づき
都市施設の整備に支出した費用とする。

助成額は、対象経費の２分の１（千円未
満切り捨て）とする。

東京都
・飾区高齢者自立支援住
宅改修費助成事業

葛飾区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

区と協定を結んでいる事
業所に限る

①高齢者・身体障害
者のみ

65歳以上で区内に住所を有する在宅の特定高齢者
及びこれに準ずる方のうち、在宅での生活を継続す
るために住宅改修が必要と認められた方

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象となる住宅改修に要する経費
助成対象となる住宅改修に要する経費
のうち１０分の９

東京都
・飾区高齢者住宅設備改
修費助成事業

葛飾区 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

区と協定を結んでいる事
業所に限る

①高齢者・身体障害
者のみ

65歳以上で区内に住所を有する要支援・要介護の
状態にある高齢者で、在宅での生活を継続するた
めに住宅改修が必要と認められた方

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象となる住宅改修に要する経費
助成対象となる住宅改修に要する経費
のうち１０分の９

東京都
耐震コンサルタント派遣
事業

江戸川区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

区が委託契約した建築
士

③その他の要件 昭和56年5月以前の自己所有住宅にお住まいの方 特になし ④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

全額補助（診断費用を無料とする。1件あ
たり4.2万円）

東京都
戸建住宅耐震改修設計
助成事業

江戸川区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 昭和56年5月以前の自己所有住宅にお住まいの方
上段の事業で耐震性に課題があると診断
された住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

設計等費用の80%補助（限度額【木造】30
万円、【非木造】45万円）

東京都
戸建住宅耐震改修工事
助成事業

江戸川区 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 昭和56年5月以前の自己所有住宅にお住まいの方
上段の事業で耐震改修後の安全性が確保
される設計をした住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修工事費用の23%（限度額【木造】
75万円、【非木造】100万円）※住民税非
課税世帯：耐震改修工事費用の2/3（限
度額【木造】100万円、【非木造】150万円）

東京都
住宅リフォーム資金融資
あっせん

江戸川区 ⑤リフォーム促進 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

①江戸川区民であること。
②住宅所有者もしくは、住宅所有者と同居する直系
親族。
③住民税を滞納していないこと。
④十分な返済能力があること。
⑤現在この制度の利用者・連帯保証人ではないこ
と。
⑥確実な連帯保証人がいること。など。

建築基準法等の関係法令を遵守してい
る、区内の既存住宅であること（住宅の形
態により制限あり）。

④要件なし ⑥その他 利子補給
年2.0％（優遇措置該当工事は1.5％）の
融資利率を超える利子部分を区で負担。

東京都
住まいの改造助成（熟年
者）

江戸川区 ②バリアフリー改修
自己負担なしの
改修

④その他の要
件

熟年者の改修に相応し
い協定業者

①高齢者・身体障害
者のみ

日常生活において介助を必要とする熟年者
支援対象のところで「①住宅所有者」とした
が、借家（間）も家主の許可があれば可

③その他
介護保険制度の対象となる方は、介護
保険の住宅改修費が優先される

⑥その他 自己負担無し なし

東京都
住まいの改造助成（障害
者）

江戸川区 ②バリアフリー改修
自己負担なしの
改修

④その他の要
件

障害者の改修に相応し
い協定業者

①高齢者・身体障害
者のみ

下肢・体幹機能障害3級以上の身体障害者 なし
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

介護保険や設備改善の小規模改修の上
乗せとしている

⑥その他 自己負担無し なし

東京都
居住環境整備補助金（木
造住宅耐震改修工事）

八王子市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

市が指定する施工業者
団体に属する事業者で
かつ団体から八王子市
に推薦されている市内業
者

③その他の要件

・対象住宅を所有及び居住している個人
・市税の滞納がないこと
・八王子市木造住宅耐震診断補助金交付を受けた
方

新耐震基準（昭和56年6月1日施行)施行前
に在来工法により建築された住宅

①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費用の２分の１以内

東京都
居住環境整備補助金（木
造住宅簡易耐震改修工
事）

八王子市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

市が指定する施工業者
団体に属する事業者で
かつ団体から八王子市
に推薦されている市内業
者

③その他の要件
・対象住宅を所有及び居住している個人
・市税の滞納がないこと

新耐震基準（昭和56年6月1日施行)施行前
に在来工法により建築された住宅

①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費用の20％以内

東京都
木造住宅耐震診断補助
事業

八王子市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

東京都建築士事務所協
会八王子支部による診
断

③その他の要件
・対象住宅を所有及び居住している個人
・市税の滞納がないこと

新耐震基準（昭和５６年６月１日施行）施行
前に在来工法により建築された住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

診断費用の３分の１かつ７万円を限度

東京都
緊急輸送道路沿道建築
物耐震化促進事業(診断）

八王子市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
新耐震基準（昭和56年6月1日施行)施行前
に在来工法による建築物

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

東京都
緊急輸送道路沿道建築
物耐震化促進事業(補強
設計）

八王子市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
新耐震基準（昭和56年6月1日施行)施行前
に在来工法による建築物

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

東京都
分譲マンション耐震アドバ
イザー派遣

八王子市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
新耐震基準（昭和56年6月1日施行)施行前
に在来工法による建築物

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

定額

東京都
居住環境整備補助金（加
齢対応・バリアフリー化改
修工事）

八王子市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

市が指定する施工業者
団体に属する事業者で
かつ団体から八王子市
に推薦されている市内業
者

③その他の要件
・対象住宅を所有及び居住している個人
・市税の滞納がないこと
・65歳以上の世帯員がいること

自ら居住する市内の住宅
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費用の20％以内

東京都
高齢社会対策区市町村
包括補助事業

八王子市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 日常生活の動作に困難がある65歳以上の方 特になし ③その他 介護保険を優先
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

定額



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都
居住環境整備補助金（省
エネルギー化・長寿命化
改修工事）

八王子市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

市が指定する施工業者
団体に属する事業者で
かつ団体から八王子市
に推薦されている市内業
者

自ら居住する市内の住宅
①ほかの補助事業
との併用は不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費用の20％以内

東京都
居住環境整備補助金（太
陽エネルギー等利用設備
工事）

八王子市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

契約業者または施工業
者が八王子市内に事業
所または営業所の存す
る業者

③その他の要件

・対象住宅を所有及び居住している個人
・市税の滞納がないこと
・当該年度の国の補助金の受理決定を受けた者
・モニターに応じられる者

自ら居住する市内の住宅
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

国の補助事業（J－PEC・FCA）の申請受理決定を
受けていることが条件となる。
（市の他の補助事業との併用は不可）

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費用の20％以内

東京都
雨水浸透施設設置補助
金

八王子市 ⑥その他 地下水の函養
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

八王子市排水設備工事
指定工事店が施工

③その他の要件 市内に建物、敷地を所有しているもの
仮設住宅でない
売買を目的としない

④要件なし ⑥その他
標準工事費単価に設置数量を乗じて得た
額

工事費用と標準工事費の少ない額の
9/10

東京都
立川市木造住宅耐震改
修等工事助成事業

立川市 ①耐震改修 ①補助
④その他の要
件

①建設業法第3条の許可
を得た業者で
②指定したテキストを用
いた講習会を修了した者

③その他の要件
①建物所有者
②耐震シェルターは高齢者又は障害者のみ
③年間所得が7,000千円以下で市税等の滞納がない者

④要件なし ②工事費用に応じて決定 工事費用の2分の１(上限あり)

東京都
立川市木造住宅簡易耐
震診断及び耐震診断助
成事業

立川市 ①耐震改修 ①補助
④その他の要
件

①簡易耐震：立川市シル
バー人材センター建築士
②耐震診断：東京都木造
住宅耐震診断事務所登
録制度の登録業者

③その他の要件
①建物所有者
②市税等の滞納がない者

④要件なし ②工事費用に応じて決定 工事費用の2分の１(上限あり)

東京都
立川市住宅用太陽エネル
ギー利用機器設置費助成
事業

立川市
③エコリフォーム促
進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
①対象機器の設置者
②対象機器設置済住宅の購入者
③市税等の滞納がない者

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

①@50,000×最大出力(上限あり）
②@4,500×集熱器面積(上限あり）
③@8,250×集熱器面積(上限あり）

東京都
立川市雨水浸透施設設
置費助成事業

立川市 ④災害予防 ①補助
④その他の要
件

市長が指定した指定下
水道工事店

③その他の要件
①建物所有者
②市税等の滞納がないこと ④要件なし ②工事費用に応じて決定

設置基準の標準工事単価×設置数と工事
に要した費用のいずれか少ない額

設置基準の標準工事単価×設置数と工
事に要した費用のいずれか少ない額

東京都
立川市住宅用高効率給
湯器等設置費助成事業

立川市
③エコリフォーム促
進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
①対象機器の設置者
②対象機器設置済住宅の購入者
③市税等の滞納がない者

④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

定額

東京都
立川市生ごみ処理機器購
入費補助金交付事業

立川市
③エコリフォーム促
進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ⑥その他
本体購入額の1/2、本体価格に消費税及
び送料含まず

立川市高齢者自立支援 ④その他の要 市の助成額を業者が後 6 歳以上で介護保険法による認定申請を行 てい ①特定の工事の工事費用
東京都

立川市高齢者自立支援
住宅改修給付事業

立川市 ②バリアフリー改修 ①補助
④その他の要
件

市の助成額を業者が後
日請求できること

③その他の要件
65歳以上で介護保険法による認定申請を行ってい
ること

③その他
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

限度額内の９０％を補助

東京都
立川市住宅建築資金等
利子補給事業

立川市 ⑤リフォーム促進 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件
①指定の金融機関とローン契約した者
②世帯の所得が６００万円以下
③その他

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他
住宅ローン利率の1/2を限度とし、かつ
１％以内。補給期間は5年とする。

東京都
耐震アドバイザー派遣事
業

武蔵野市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 昭和56年以前に建築された木造住宅 ④要件なし ⑥その他 診断士を派遣

東京都 民間住宅耐震診断助成 武蔵野市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 昭和56年以前に建築された住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

診断費用の2/3

東京都
民間建築物耐震診断助
成

武蔵野市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
・昭和56年以前に建築された民間建築物
・昭和57年以降に建築された住宅
・個人所有に限る

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

一般診断、簡易診断ともに1/2

東京都
安全･にぎわいのまちづく
り促進型耐震助成

武蔵野市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
商業･近隣商業地域内の延べ床面積3,000
㎡未満の事業用建物

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

診断、補強設計、改修ともに1/2

東京都
武蔵野市民間住宅
耐震改修助成事業

武蔵野市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
耐震診断の結果、耐震改修が認めらたも
のであることなど

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修工事費用が対象
補助対象額に対する補助率
マンション以外：100分の50
マンション：100分の30

東京都
二酸化炭素排出削
減行動助成制度

武蔵野市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 在住市民または分譲マンション等の管理組合 特になし ③その他 国、都の補助制度との併用可。
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

太陽光発電設備については上限内で、最
大出力量（１０キロワットまで）に応じて補
助額決定。その他の高効率給湯設備等は
定額補助。

補助対象設備の設置経費の２分の１以
内

東京都 住宅改善事業 武蔵野市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
①60歳以上で要介護・要支援認定を受けている者
②60歳から64歳までの介護保険制度に基づく特定
疾病以外の者で、要支援相当以上と認められる者

住民登録のある住居 ③その他 介護保険制度を優先
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

給付対象となる工事にかかる費用
補助対象工事の10分の9
（生活保護世帯は10分の10）
＊基準額を超える部分は全額自己負担

東京都 住宅改善費給付事業 武蔵野市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

小規模改修：障害児および６５歳未満の身体障害者
中規模改修：障害児および６５歳未満の身体障害者
屋内移動設備：障害児および身体障害者

新築工事に併せて実施する事は出来な
い。但し屋内移動設備は除く。

③その他

介護保険適用者に関しては介護保険の
住宅改修が優先適用される。但しそれで
も不足する場合に限り上乗せ給付が可
能。

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

課税状況により異なるが、原則上限額の９
割を補助

定額

東京都 雨水浸透施設助成事業 武蔵野市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

市指定排水施設業者 ③その他の要件 一戸建等所有の個人 個人が所有する住宅等 ③その他 国、都の補助制度との併用可。 ⑥その他 設置した浸透施設の形状及び数量で決定 100分の100(ただし、補助上限額まで)

東京都
三鷹市木造住宅耐震診
断助成制度

三鷹市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
新耐震設計基準前に建築した市内の木造
住宅

④要件なし ②工事費用に応じて決定 診断費用の２／３ 診断費用の３分の２

東京都
三鷹市木造住宅耐震改
修助成制度

三鷹市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
診断の結果、「倒壊する可能性がある」ま
たは「倒壊する可能性が高い」と診断され
た住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

３分の１、障害者世帯・高齢者世帯は２
分の１

東京都
高齢者自立支援住宅改
修給付事業

三鷹市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
要介護認定の申請をし、既に結果の認定を受けて
いる高齢者

高齢者の居住する住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

介護保険住宅改修との併用は不可
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象設備の設置経費の１０分の９

東京都 雨水浸透ます設置工事 三鷹市 ④災害予防
市で設置後に無
償譲渡

④その他の要
件

単価契約業者 ③その他の要件 市
個人所有の住宅及び15戸未満の共同住
宅

④要件なし ⑥その他
屋根面積に応じて内径360mmの雨水浸透
ますを設置

100％（設置後譲渡）

新品であること

④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定 太陽光発電

東京都 新エネルギー導入助成金 三鷹市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
新品であること
自ら使用する目的であること
転売を目的としないこと

④要件なし

て補助額を設定
燃料電池コージェネレーション
風力発電
その他市長が認める設備

1kWあたり2.5万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都
高効率給湯器導入助成
金

三鷹市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
新品であること
自ら使用する目的であること
転売を目的としないこと

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

自然冷媒ヒートポンプ給湯器
潜熱回収型給湯器
ガスエンジン給湯器

定額2万円

東京都 アスベスト調査費助成 三鷹市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
所有者自らが居住している建物の居住部分（店舗、
事務所等は対象外）

④要件なし ②工事費用に応じて決定 調査機関の目視調査と定性定量分析調査 調査に係る経費の2分の1

東京都
三鷹市家庭用生ごみ処理
装置等購入費助成金

三鷹市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 三鷹市民又は三鷹市内に事業所を有する者 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

1基の価格が3,000円以上のものについ
て、価格の２分の１の額（1,000円未満切
り捨て）。但し、２万円を上回った場合は
２万円とする。

東京都
青梅市地球温暖化対策
住宅用機器設置費補助
金交付

青梅市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・設置前申請が原則
・申請時点で市内に継続して１年以上居住
・自己が居住する住宅への設置（商業目的は不可）
・納期の到来している市税の完納

特になし ③その他
国・都等の補助制度との併用可。ただ
し、補助金額の合計が設置費用を超えた
場合は減額

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

・太陽光発装置（定額）
1kWh～1.99K\kWh５万円
2kWh～2.99K\kWh１０万円
3kWh～１５万円（上限）
・エコキュート　４万円
・エコウィル　４万円
・エコジョーズ　２万円
・ペレットストーブ　５万円

定額

東京都
青梅市重度身体障害者
(児)住宅設備改善費給付
事業

青梅市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

（中規模改修）
　6歳以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障
害の程度が2級以上の者および補装具として車いす
の交付を受けた内部障害者
（屋内移動設備）
　6歳以上で、歩行できない状態で、上肢、下肢また
は体幹にかかる障害の程度が1級の者および補装
具として車いすの交付を受けた内部障害者

申請時に既存の家屋
（新築不可）

③その他

介護保険法にもとづく住宅改修費の需給
対象者が法の受給対象となる住宅改修
を行う場合は、法にもとづく住宅改修費
の受給を受けてなお不足する部分のみ
設備改善費の給付を受けることができ
る。

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

中規模改修（641,000円）
屋内移動設備
　　機器本体（979,000円）
　　設備費　 (353,000円）
を上限に支援

定額

東京都
青梅市住宅改造費助成
事業

青梅市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

65歳以上の高齢者で要介護認定の判定を受けてお
り、住宅の改造が必要であると認められる方

対象者が居住する市内の住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

工事内容により介護保険の住宅改修を
利用する場合は利用できない場合があ
る

②工事費用に応じて決定
工事費用の9割と補助限度額のいずれか
少ない金額

東京都
青梅市住宅整備資金融
資

青梅市 ⑤リフォーム促進 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件 住宅居住者
専用住宅（併用は1/2以上が居住であるこ
と。）

④要件なし ⑥その他
融資実行時の住宅金融支援機構利率と長
期プライムレートにより補給率決定

同左（20年以内）

東京都
青梅市木造住宅耐震診

青梅市 ①耐震改修
①補助（診断士派 ④その他の要

建防協「木造住宅の耐震
診断と補強方法」講習修
了者で建築士事務所協
会西多摩支部会員また

③その他の要件 市内に住所を有し 住宅を所有し自ら居住する個人
昭和56年5月以前の耐震基準で建築され
た市内の軸組工法木造2階建て以下専用 ④要件なし

①特定の工事の工事費用に応
1/2（上限5万円）東京都

青梅市木造住宅耐震診
断補助

青梅市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

会西多摩支部会員また
は東京都木造住宅耐震
診断事務所登録制度の
登録を受けた西多摩地
区内に事務所を置く者

③その他の要件 市内に住所を有し、住宅を所有し自ら居住する個人 た市内の軸組工法木造2階建て以下専用
住宅（併用は1/2以上が居住であること。）

④要件なし
①特定の 事の 事費用に応
じて決定

1/2（上限5万円）

東京都
青梅市木造住宅耐震改
修補助

青梅市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

工事監理（施工業者に所
属する者を除く。）

③その他の要件 市内に住所を有し、住宅を所有し自ら居住する個人
昭和56年5月以前の耐震基準で建築され
た市内の軸組工法木造2階建て以下専用
住宅（併用は1/2以上が居住であること。）

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

1/2（上限50万円）

東京都
民間木造住宅耐震改修
等助成事業

府中市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

(1府中市内に事業所を有
し、建設業の建築工事業
許可を得て、耐震補強に
関する講習会等を受講し
た者
（２）建設業の建築工事
業許可を得ている者
(3)、(4)東京都耐震シェル
ター等設置支援事業要
綱別表1に規定する耐震
シェルター等

①高齢者・身体障害
者のみ

(4)のみで次のいずれかに該当する者
・65歳以上の世帯
・身体障害者手帳(1,2級)
・愛の手帳(1,2度)
・精神障害者保健福祉手帳(1級)

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

東京都
高齢者自立支援住宅改
修費給付事業

府中市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

おおむね６５歳以上で、住宅改修が必要と認められ
る方。
(1)～(3)は、要介護認定が「非該当・要支援・要介
護」の方。
(4)は、要介護認定が「非該当」の方のみ。

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事にかかる費用

＜基準額＞
(1)浴槽改修        379,000円
(2)洗面台改修     156,000円
(3)便器洋式化     106,000円
(4)手すり・段差等　200,000円
※補助対象工事費が基準額以下の場合
はその９割を助成。
　基準額以上の場合は「（５）補助上限
額」を助成。

東京都
重度身体障害者（児）住
宅設備改善費給付事業

府中市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

6歳～65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程
度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を
受けた内部障害者

特になし ④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

補助対象工事にかかる費用 限度額まで助成

東京都

エコハウス設備設置助成
事業
①雨水貯留槽、雨水浸透
施設設置

府中市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
府中市内に自ら居住し、または居住する予定の住
宅に設備を設置する者で、地方税を滞納していない
者

市民自ら居住するために用いる市内に存
する家屋（事務所、店舗、その他これらに
類する用途を兼ねる家屋を含み、府中市
地域まちづくり条例第１７条第１項各号に
掲げる開発事業により建築された家屋を
除く。）

③その他
他の補助金の交付を受けている場合、
補助額が設備設置費用を上回らないこと

②工事費用に応じて決定
雨水浸透施設：標準工事費の5割で上限
10万円、雨水貯留槽：本体と架台の購入
に要する費用の5割で上限2万5千円

東京都
エコハウス設備設置助成
事業
②太陽光発電システム

府中市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
府中市内に自ら居住し、または居住する予定の住
宅に設備を設置する者で、地方税を滞納していない
者

市民自ら居住するために用いる市内に存
する家屋（事務所、店舗、その他これらに
類する用途を兼ねる家屋を含み、府中市
地域まちづくり条例第１７条第１項各号に
掲げる開発事業により建築された家屋を
除く。）

③その他
他の補助金の交付を受けている場合、
補助額が設備設置費用を上回らないこと

④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

太陽光発電システム：１kwあたり3万円

東京都
エコハウス設備設置助成
事業
③高効率給湯器等

府中市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
府中市内に自ら居住し、または居住する予定の住
宅に設備を設置する者で、地方税を滞納していない
者

市民自ら居住するために用いる市内に存
する家屋（事務所、店舗、その他これらに
類する用途を兼ねる家屋を含み、府中市
地域まちづくり条例第１７条第１項各号に
掲げる開発事業により建築された家屋を
除く。）

③その他
他の補助金の交付を受けている場合、
補助額が設備設置費用を上回らないこと

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

太陽熱高度利用システム：3万円、ガスエ
ンジン給湯器：3万円、二酸化炭素冷媒
ヒートポンプ給湯器：3万円、家庭用燃料
電池コージェネレーション：5万円

東京都
昭島市木造住宅耐震診
断補助事業

昭島市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件 建築年や納税に関する要件あり
昭和５６年５月３１日までに建てられた２階
建て以下の建物

④要件なし ②工事費用に応じて決定 耐震診断に要した費用の３分の２以内

東京都
昭島市木造住宅耐震改
修補助事業

昭島市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件
上記の診断を受け、その評点による
建築年や納税に関する要件あり

昭和５６年５月３１日までに建てられた２階
建て以下の建物

④要件なし ②工事費用に応じて決定 耐震診断に要した費用の３分の１以内



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都
昭島市耐震シェルター等
設置支援事業

昭島市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

①高齢者・身体障害
者のみ

年間所得の制限あり 特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 設置に要した費用の１０分の９以内

東京都
住宅用新エネルギー機器
等普及推進事業

昭島市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

④要件なし 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

東京都

調布市居住環境改善資
金補助制度
①防災・安全適応住宅改
修

調布市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅で，調
布市耐震診断に基づく耐震改修工事が必要とされ
たもの

市内にある個人住宅，併用住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

市の他の同様の補助金，給付金及び助
成金等を受けていないこと

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事経費の50％で上限が30万円

東京都

調布市居住環境改善資
金補助制度
②快適生活適応住宅改
修

調布市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

市内にある個人住宅，併用住宅，個人名
義で賃貸借をしている住宅の専有部分（手
すりを設置する工事に限る）及び集合住宅
の専有部分

①ほかの補助事
業との併用は不
可

市の他の同様の補助金，給付金及び助
成金等を受けていないこと

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事経費の10％で上限が20万
円

東京都

調布市居住環境改善資
金補助制度
③太陽光を利用する住宅
改修等

調布市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
市内にある個人住宅，併用住宅，個人名
義で賃貸借をしている住宅の専有部分及
び集合住宅の専有部分

①ほかの補助事
業との併用は不
可

市の他の同様の補助金，給付金及び助
成金等を受けていないこと

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事経費の10％で上限が20万
円

東京都

調布市居住環境改善資
金補助制度
④二世帯住宅適応住宅
改修
⑤健康住宅適応住宅改
修

調布市 ⑥その他
二世帯住宅化，シックハウ
ス対策

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

市内にある個人住宅，併用住宅，個人名
義で賃貸借をしている住宅の専有部分（手
すりを設置する工事に限る）及び集合住宅
の専有部分

①ほかの補助事
業との併用は不
可

市の他の同様の補助金，給付金及び助
成金等を受けていないこと

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事経費の10％で上限が20万
円

東京都
調布市木造住宅耐震診
断助成制度

調布市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

市が指定する診断機関 ④要件なし
昭和56年5月31日以前に建築された市内
の木造住宅で，２階建て以下のもの。必ず
所有者が住居として使用しているもの。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

診断に要した経費の3分の2に相当する
額（上限10万円）

東京都
調布市分譲マンション耐
震診断助成制度

調布市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

市が指定する診断機関 ③その他の要件 分譲マンションの管理組合

・昭和56年5月31日以前に建築確認を受
け，及び工事に着手した3階以上（地階を
除く。）の分譲マンションで，検査済証の交
付を受けていること。
・延面積が1000㎡以上の耐火建築物又は
準耐火建築物
・区分所有者が住所を有する住戸の面積
の合計が当該分譲マンションの延面積の2
分の1を超える部分を占めるもの。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

ただし区分所有者が住所を有する住戸の
数に5万円を乗じた額及び、100万円を上
限とする

耐震診断に要した費用を住戸の総数で
除し，その額に区分所有者が住所を有す
る住戸の数を乗じた額の2分の1相当額
上限は100万円

・住宅の新築又は購入ある
いは増改築及び修繕工事 金融機関が融資決定する日の長期プラ

東京都
調布市住宅資金融資あっ
せん制度

調布市 ⑥その他

いは増改築及び修繕工事
・住宅に付随する門扉，外
柵等の構築物の新設又は
修繕工事
・造園工事

③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件
・市内に2年以上居住している方　・市税を完納して
いる　・所得が700万円以下　・年齢が70歳未満　・
市の同種の貸付制度による融資を受けていない

建築基準法等の規定による許可条件に違
反していないもの

①ほかの補助事
業との併用は不
可

市の同種の貸付制度による融資を受け
ていない

⑥その他 ⑥その他（融資額による）

金融機関が融資決定する日の長期プラ
イムレートに0.2％を加えた利率を適用す
る。その利率の6割を本人負担，4割が市
の負担とする。市の負担は1.8％を上限。

東京都
調布市雨水浸透ます設置
要綱

調布市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件

雨水浸透ます設置の対象となる者は，市内の土地
を所有する者又は所有者の承諾を得た者とする。た
だし，次のいずれかに該当する場合には，対象とな
らない。
(１)　国，地方公共団体，公社，公団その他の公共
団体が設置する場合
(２)　各種法人が設置する場合
(３)　調布市開発事業指導要綱（平成17年調布市要
綱第９号）第16第２項の規定により設置する場合
(４)　新築又は仮設建築物に設置する場合
(５)　不動産業者，建築業者等で売買等を目的とし
た土地又は建築物に設置する場合

1宅地6基までを上限とする。
屋根面積５０㎡につき1基とする。

④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

1宅地6基を上限とする雨水浸透ますの
設置費用の全額

東京都
調布市日常生活用具費
支給事業

調布市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他要件

障害福祉課で登録されて
いる業者，及び今後登録
していただくことのできる
業者

③その他の要件

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15
条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受
けている者
イ　東京都愛の手帳交付要綱（昭和42年民児精発
第58号）に基づく愛の手帳の交付を受けている者
ウ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
（昭和25年法律第123号）に基づく精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている者

特になし ③その他
同一家屋で1回のみ可能。介護保険対象
者は介護保険の住宅改修が優先とな
る。

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

小規模改修20万円，中規模改修64万1千
円が上限となる。例:工事費100万円の場
合84万1千円が補助対象なので，15万9千
円は利用者全額負担となる。

定額

東京都
高齢者住宅改修費給付
事業

調布市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

予防給付
市内に在住し，要介護認定の結果が自立・非該当
の認定を受けた方で，何らかの援助が必要な６５歳
以上の方。
設備改修給付
①浴槽の取替え等，  ②流し及び洗面台の取替え
等
市内に在住し，何らかの援助が必要な６５歳以上の
方。
③便器の洋式化等
市内に在住し，要援助高齢者又は要介護認定の結
果が，要介護認定又は要支援認定を受けた者で，６
５歳以上の方。

市内で建築された住宅 ③その他

要介護認定の結果，要介護及び要支援
認定の通知を受けた方でも，介護保険法
の住宅改修予防給付内容によっては，
調布市高齢者住宅改修費給付事業の補
助も可能。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用

（1）生活保護世帯，（２）中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律の規定による
支援給付を受けている者の属する世帯，
（３）住宅改修事業の利用に係る年度の
市民税が非課税の世帯　　１００分の１０
０
上記（１）から（３）以外の世帯　　　　１００
分の９０

東京都
調布市地球温暖化対策
住宅用機器購入費補助
金

調布市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤ ③その他の要件

対象者：
・対象機器を自ら又はその家族が居住する市内の
住宅に設置していること。ただし，住宅用機器が設
置されている住宅を購入する場合については，補助
金の対象としない。
・市内在住
・住宅用機器を自ら又はその家族が購入し，その代
金の全額の支払が完了していること。
・過去に自ら又はその家族が，この要綱の補助金と
改正前のこの要綱の補助を受けていないこと。
・１の対象住宅につき１回，住宅用機器１種類かつ１
器を限度として交付する。

③定額を補助
エコジョーズ，エコキュート，エコウィル，
エネファームごとに定額設定

東京都
町田市木造住宅簡易耐
震診断実施事業制度

町田市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

調査士：市が指定した機
関（ＮＰＯ法人：顧問建築
家機構）

③その他の要件 対象住宅を所有かつ居住している個人

昭56年5月31日以前に着工された住宅で、
２階建て以下の木造在来工法による戸建
住宅（1/2以上を住宅として利用している併
用住宅も含む）であり、市内に存するもの。

③その他 1住宅につき1回限り ⑥その他 技術者派遣

木造住宅耐震診断士 町

東京都
町田市木造住宅精密診
断事業助成制度

町田市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

木造住宅耐震診断士：町
田市に登録した町田市
木造住宅耐震診断士の
中から選定

③その他の要件
対象住宅を所有かつ居住している個人であり、既に
納期の経過した市税の滞納がないこと

上記、簡易耐震診断を行い精密耐震診断
が必要であると認められた住宅。

③その他 1住宅につき1回限り
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象経費の1/2



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都
町田市木造住宅耐震改
修事業助成制度（耐震設
計、簡易耐震設計）

町田市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
対象住宅を所有かつ居住している個人であり、既に
納期の経過した市税の滞納がないこと

市の助成制度に基づく精密耐震診断を行
い耐震改修事業が必要であると診断され
た住宅

③その他 1住宅につき1回限り
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象経費の1/2

東京都

町田市木造住宅耐震改
修事業助成制度（耐震改
修工事、簡易耐震改修工
事）

町田市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
対象住宅を所有かつ居住している個人であり、既に
納期の経過した市税の滞納がないこと

市の助成制度に基づく精密耐震診断を行
い耐震改修事業が必要であると診断され
た住宅

③その他 1住宅につき1回限り
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象経費の1/2

東京都
町田市木造住宅耐震シェ
ルター等設置事業助成制
度

町田市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
対象住宅を所有かつ居住している個人であり、既に
納期の経過した市税の滞納がないこと

昭56年5月31日以前に着工された住宅で、
２階建て以下の木造在来工法による戸建
住宅（1/2以上を住宅として利用している併
用住宅も含む）であり、市内に存するもの。

③その他 1住宅につき1回限り
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象経費の1/2（一般世帯）、9/10
（高齢者世帯※要件あり）

東京都
町田市分譲マンション耐
震化促進アドバイザー助
成制度

町田市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

アドバイザー：耐震診断・
設計に関して、必要な情
報提供ならびに区分所有
者の合意形成を進めるた
めの助言・指導をする者
で、市長が指定するも
の。　　　　　　　　現在ま
で事例が無いため、市は
指定をしていないが、運
用上「東京都の耐震化に
関する支援制度」の中で
東京都マンション耐震化
促進協議会の相談窓口
である団体・法人を想定
している。

③その他の要件 分譲マンション管理組合

・市内に存する分譲マンション（耐火又は
準耐火）で、昭56年5月31日以前に建築確
認を受けたもの。
・市内に存する分譲マンション（耐火又は
準耐火）で、昭和56年5月31日以降に建築
確認を受けた後、設計図書などの偽装を
原因として建築時点で適格性を失していた
ことが判明し、所管の特定行政庁から国土
交通省にその旨が連絡されたもの。

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

東京都
町田市分譲マンション耐
震診断事業助成制度

町田市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
分譲マンション管理組合であり、耐震診断を受ける
ことについて、区分所有者の半数以上の者の同意
を得ること

・市内に存する分譲マンション（耐火又は
準耐火）で、昭56年5月31日以前に建築確
認を受けたもの。
・市内に存する分譲マンション（耐火又は
準耐火）で、昭和56年5月31日以降に建築
確認を受けた後、設計図書などの偽装を
原因として建築時点で適格性を失していた
ことが判明し、所管の特定行政庁から国土
交通省にその旨が連絡されたもの。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象経費の2/3

東京都
町田市分譲マンション耐
震改修事業助成制度（耐 町田市 ①耐震改修

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
対象となるた分譲マンションの管理組合で、耐震改
修設計を行うことについて、区分所有者の4分の3以

市の助成に基づく耐震診断を行った結果、
耐震改修が必要である診断された分譲マ ④要件なし

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象経費の2/3東京都 震改修事業助成制度（耐
震設計）

町田市 ①耐震改修
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 修設計を行うことについて、区分所有者の4分の3以
上の者の同意を得ること

耐震改修が必要である診断された分譲マ
ンション

④要件なし
じて決定

助成対象経費の2/3

東京都
町田市分譲マンション耐
震改修事業助成制度（耐
震改修工事）

町田市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
対象となるた分譲マンションの管理組合で、耐震改
修工事を行うことについて、区分所有者の4分の3以
上の者の同意を得ること

市の助成に基づく耐震改修設計を行った
分譲マンション

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象経費の2/3

東京都
町田市住宅改修助成制
度

町田市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
市内に住所を有し対象住宅を所有している個人で
あり、既に納期の経過した市税の滞納がないこと

③その他
高齢者、障害者を対象とした他の助成を
受けることができる場合は併用不可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成工事に要する経費の1/2

東京都
町田市住宅改修助成制
度

町田市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
市内に住所を有し対象住宅を所有している個人で
あり、既に納期の経過した市税の滞納がないこと

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成工事に要する経費の1/2

東京都
町田市住宅改修助成制
度

町田市 ⑤リフォーム促進
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
市内に住所を有し対象住宅を所有している個人で
あり、既に納期の経過した市税の滞納がないこと

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成工事に要する経費の1/2

東京都
町田市住宅改修助成制
度

町田市 ⑥その他 二世帯住宅への改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
市内に住所を有し対象住宅を所有している個人で
あり、既に納期の経過した市税の滞納がないこと

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成工事に要する経費の1/2

東京都
町田市緊急輸送道路沿
道建築物耐震化促進事
業

町田市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

・市内に存する昭和56年5月31日以前に建
築されたもの
・緊急輸送道路沿道の建築物
・違反建築物で無いもの
・他の耐震化促進助成制度を受けていな
いもの
・町田市耐震改修促進計画第６条第３号に
規定する建築物

④要件なし ⑥その他
(1)延べ面積1000㎡以下　　　　　2000円/
㎡　　(2)延べ面積1000㎡超～2000㎡以下
1500円/㎡　　(3)2000㎡超　1000円/㎡

定額（単価）

東京都
町田市住宅用太陽光発
電システム設置補助事業

町田市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
市内に対象住宅を所有し居住している個人で、既に
納期の経過した市税の滞納がないこと

④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

定額（単価）

東京都
町田市小規模雨水貯留
槽設置補助事業

町田市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
市内の対象住宅に居住している個人で、既に納期
の経過した市税の滞納がないこと

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

助成対象経費の1/2

東京都
小金井市木造住宅耐震
診断助成金

小金井市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

指定調査機関にて耐震
診断を実施

④要件なし
昭和56年5月31日以前に着工された木造
住宅

④要件なし ②工事費用に応じて決定 耐震診断に要した費用 耐震診断に要した費用の2/3以内の額

東京都
小金井市木造住宅耐震
改修助成金

小金井市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
市が定める調査機関による耐震診断を受
けた結果、耐震改修が必要と認められる
住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修に要した費用 耐震改修に要した費用の1/3以内の額

東京都
小金井市住宅増改築資
金融資あっせん制度

小金井市
③エコリフォーム促
進

③利子補給 ⑤要件なし ④要件なし 工事が着工前である ③その他
この融資制度による融資を受けていな
い。

⑥その他 利子補給
貸付利率 年4.0％の1/2
（本人負担2.0％）

東京都

小金井市住宅用新エネル
ギー機器等普及促進補助
金
①太陽光発電設備

小金井市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

定額

東京都

小金井市住宅用新エネル
ギー機器等普及促進補助
金
②燃料電池及び高効率
給湯器設備

小金井市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

定額

東京都
小金井市雨水貯蓄施設
設置費補助金

小金井市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

設置する施設の購入費に対する補助 購入価格の1/2

東京都
生ごみ減量化処理機器購
入費補助金

小金井市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

生ごみ処理機を購入し、使用する者
購入金額の80％
上限5万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都
小金井市高齢者自立支
援住宅改修給付事業

小金井市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

【住宅改修予防給付】
　介護保険の要介護認定で「非該当（自立）」と認定
された方のうち、身体的理由により住宅改修が必要
と認められる虚弱の方
【住宅設備改修給付】
　介護保険の要介護認定で「非該当（自立）」「要支
援・要介護」と認定された方のうち、身体的理由によ
り住宅設備改修が必要と認められる虚弱な方

特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

住宅改修予防給付は介護保険の住宅改
修と同じ内容なので介護保険の使用を
優先する。
便器の洋式化は介護保険で賄えない金
額分だけ住宅設備改修給付に充当でき
る。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用

負担限度額の90％（市民税課税世帯）又
は97％（市民税非課税世帯）
ただし、工事費が負担限度額を下回る場
合には工事費の90％又は97％（10円未
満は市が負担）

東京都
地域生活支援事業に係る
障害者住宅改修

小金井市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

市の登録を受けた業者 ③その他の要件

【小規模住宅改修】
・6歳以上65歳未満
・下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。
ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2
級以上の者。（介護保険対象者は介護保険で行
う。）
【中規模住宅改修】
・6歳以上65歳未満
・下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
【屋内移動設備】
・6歳以上で上肢、下肢又は体幹機能障害があり、
歩行ができない状態で、かつ、障害の程度が1級の
者
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

市内の住宅
（アパート、マンションについては大家の同
意が必要）

③その他
介護保険対象者については、介護保険
の住宅改修で行う。

②工事費用に応じて決定

生活保護・市区町村民税非課税・・・・・利
用者負担0円
市区町村民税所得割額3.3万円未満・・・
5％負担
市区町村民税所得割額3.3万円以上・・・
10％負担
市区町村民税所得割額4.6万円以上・・・
対象外
対象者18歳以上・・・本人及び配偶者の
市区町村民税を確認
対象者18歳未満・・・本人又は本人の属
する住民票に記載された世帯員の市区
町村民税の確認

東京都
住宅改良資金融資あっせ
ん事業

小平市 ②バリアフリー改修 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

市内に3年以上居住し住民基本台帳に記載されて
いること。所得税法に規定する前年の所得が500万
円以下であること.。連帯保証人または取扱金融機
関が認める信用保証が受けられること。20歳以上
で、最終償還時において65歳以下であること。市税
を滞納していないこと。現在この制度の融資を受け
ていないこと。現在この制度の連帯保証人になって
いないこと。高齢者資金は65歳以上のかたと同居ま
たは同居しようとするかた。心身障害資金は身体障
害者（1～4級）、知的障害者（1～3度）のかたおよび
これらのかたと同居または同居しようとするかた。

現在居住している住宅であること。自己・
配偶者または2親等以内の親族の所有す
る家屋（店舗・事務所などを併用している
家屋の場合は居住部分に限る）であるこ
と。建築基準法に適合すること。高齢者・
心身障害者資金は改良後の延床面積が
150㎡以下であること。一般住宅資金は、
改良後の延床面積が120㎡であること。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他

高齢者・心身障害者年利2％うち申込者
利子1％市利子補給1％、8年以内に償
還。一般年利2％申込者利子1.2％、市利
子補給0.8％、5年以内に償還。

診断機関は、東京都建
築士事務所協会北部支

東京都
木造住宅耐震診断費用
補助金交付事業

小平市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

部又は東京都木造住宅
耐震診断事務所登録制
度に基づく耐震診断事務
所とする

③その他の要件
補助対象住宅を所有する個人（複数の個人が共有
する場合を含む）

(7)-1に記載のほか特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

木造住宅耐震診断費用 耐震診断に要する費用の2分の1

東京都
木造住宅耐震改修費用
補助金交付事業

小平市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

耐震改修に係る建設業
の許可を得ている者又は
東京都地域住宅生産者
協議会が主催する木造
住宅耐震講習会を修了し
た者

③その他の要件

補助対象住宅を所有する個人であること。ただし、
補助対象住宅を共有する場合は、共有者全員に
よって合意された代表者であること。補助対象住宅
の所有者が借地権者の場合は、土地所有者の承諾
を得ていること。同一の補助対象住宅について、既
にこの補助金の交付を受けていないこと。

(7)-1に記載の住宅について、耐震改修後
の総合評点が1.0以上になること。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

木造住宅耐震改修費用 耐震改修に要する経費の3分の1

東京都
ブロック塀等の改善事業
に対する補助金交付事業

小平市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 改善事業に係るブロック塀等の所有者

(7)-1に記載のブロック塀等について撤去、
改修又は補強を行うことにより、建築基準
法に定める技術的基準を満たすブロック塀
等又は軽量かつ堅牢な材料を用いて倒壊
の防止について十分配慮されたブロック塀
等に改善すること。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

ブロック塀等改修費用

①　撤去に要する経費の10分の9（1m当
たり6,000円限度）　　②　改修・補強に要
する経費と改修・補強するブロック塀等
の長さ1メートル当たり3万円を乗じて得
た額とを比較して、少ない方の額の10分
の5

東京都

新エネルギー･省エネル
ギー設置モニター助成事
業
①太陽光発電

小平市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・市内在住・在住予定で、新エネ機器を設置（新品）
し、使用する方
・設置前に申請できる方
・設置後２年間、市の定める小エネルギー効果報告
書を提出できる方

④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

・太陽光発電システム機器　出力1kW当
たり5万円（上限10万円）

東京都

新エネルギー･省エネル
ギー設置モニター助成事
業
②高効率給湯器等

小平市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・市内在住・在住予定で、新エネ機器を設置（新品）
し、使用する方
・設置前に申請できる方
・設置後２年間、市の定める小エネルギー効果報告
書を提出できる方

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

・エコキュート　1機器当たり5万円
・エコジョーズ　1機器当たり2万5千円
・太陽熱利用システム機器　1機器当たり
5万円
・燃料電池　1機器当たり10万円
・ガス発電給湯器　1機器当たり12万5千
円

東京都
生垣造成補助金交付事
業

小平市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

①生垣設置費用　及び　②既存ブロック塀
等撤去費用

10分の9以内で、1mあたり①は14,000
円、②は6,000円を上限

東京都
雨水浸透施設設置助成
事業

小平市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
建築物の所有者又は建築物の所有者の同意を得
た借家人

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

雨水浸透施設設置費用
屋根面積×500円／㎡（工事費を上限と
する）

東京都

日野市住宅リフォーム資
金補助金
①木造住宅耐震補強工
事

日野市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件

(1)　市民及び市外在住者で市内に住宅を購入し、
補助対象工事完了後直ちに市民となり、引き続き市
内に居住するものであること。
(2)　対象住宅の所有者であること。
(3)　市税及び国民健康保険税を、申込日現在滞納
していないこと。
(4)　市で実施している各種資金の貸付制度におい
て、申込日現在滞納していないこと。

個人住宅。ただし、集合住宅にあっては専
有部分に限る。
建築指導課の耐震診断助成を受け、危険
またはやや危険と診断された住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

日野市木造住宅耐震改修工事補助金と
の併用可能

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事の10％（上限20万円）

東京都

日野市住宅リフォーム資
金補助金
②バリアフリー対応型住
宅改修工事

日野市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件

(1)　市民及び市外在住者で市内に住宅を購入し、
補助対象工事完了後直ちに市民となり、引き続き市
内に居住するものであること。
(2)　対象住宅の所有者であること。
(3)　市税及び国民健康保険税を、申込日現在滞納
していないこと。
(4)　市で実施している各種資金の貸付制度におい
て、申込日現在滞納していないこと。

個人住宅。ただし、集合住宅にあっては専
有部分に限る。
既に日野市の福祉部局等から同様の補助
を受けている住宅にあっては対象外

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事の10％（上限20万円）

日野市木造住宅耐震改 ①補助（診断士派 （１）対象住宅の所有者でかつ同所に住民登録また
昭和56年5月31日以前に建築確認を受け 日野市住宅リフォーム資金補助金と併用

①特定の工事の工事費用に応 補助対象工事（３０万円以上）の経費（上
東京都

日野市木造住宅耐震改
修工事助成

日野市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤ ③
（１）対象住宅の所有者でかつ同所に住民登録また
は外人登録のある方。（２）市税を完納している方

建
て建築した木造二階建て以下の住宅（賃
貸を除く）

④ 可能
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事（３０万円以上）の経費（上
限３０万円）



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都

日野市住宅用太陽光発
電システム及び高効率給
湯機器普及促進補助金
（太陽光発電システム）

日野市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

補助金の申請日において市民であり、かつ次の各
号のいずれかに該当する者
(1)　自ら居住する市内のエコ住宅に補助対象機器
を自家用として設置した者
(2)　未使用の補助対象機器が設置済みの市内の
新築のエコ住宅を購入した者
(3)　補助対象機器が新たに設置された市内のエコ
住宅を購入した者
(4)　市内の賃貸のエコ住宅又は使用貸借にあるエ
コ住宅（以下「賃貸住宅等」という。）に補助対象機
器を設置した当該賃貸住宅等の所有者

平成22年10月1日以降にしゅん工した以下
のいずれかに該当する住宅
(1)　日野市のエコひいきな住宅仕様書に
基づく新築で、エコひいきな住宅の認定を
受けたもの
(2)　長期優良住宅の普及の促進に関する
法律（平成２０年法律第８７号）による長期
優良住宅の新築
(3)　国土交通省、経済産業省及び環境省
が実施する住宅エコポイント制度において
認定された新築又はリフォームされた住宅

③その他 国の補助事業との併用可
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

10万円/件

東京都

日野市住宅用太陽光発
電システム及び高効率給
湯機器普及促進補助金
（高効率給湯器）

日野市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

補助金の申請日において市民であり、かつ次の各
号のいずれかに該当する者
(1)　自ら居住する市内のエコ住宅に補助対象機器
を自家用として設置した者
(2)　未使用の補助対象機器が設置済みの市内の
新築のエコ住宅を購入した者
(3)　補助対象機器が新たに設置された市内のエコ
住宅を購入した者
(4)　市内の賃貸のエコ住宅又は使用貸借にあるエ
コ住宅（以下「賃貸住宅等」という。）に補助対象機
器を設置した当該賃貸住宅等の所有者

平成22年10月1日以降にしゅん工した以下
のいずれかに該当する住宅
(1)　日野市のエコひいきな住宅仕様書に
基づく新築で、エコひいきな住宅の認定を
受けたもの
(2)　長期優良住宅の普及の促進に関する
法律（平成２０年法律第８７号）による長期
優良住宅の新築
(3)　国土交通省、経済産業省及び環境省
が実施する住宅エコポイント制度において
認定された新築又はリフォームされた住宅

③その他
都の補助事業が開始されたため、併用
可となるよう制度を変更予定

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

①住宅用燃料電池コージェネレーション
システム（エネファーム）　4万円

②住宅用ガス発電給湯器（エコウィル）
3万円

③住宅用二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給
湯器（エコキュート）　3万円

④住宅用潜熱回収型給湯器（エコジョー
ズ）　1万5千円

東京都 住宅修改築費補助制度 東村山市 ⑤リフォーム促進
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件
市内在住の市・都民税、固定資産税完納している住
宅所有者

市内の住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定 工事費用の5%（上限10万円）

東京都
東村山市住宅用太陽光
発電システム設置工事費
補助制度

東村山市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
市内の自己居住住宅に住宅用太陽光発電システム
の設置を新たに行う者

市内の住宅 ④要件なし ②工事費用に応じて決定 設置工事費の1/3（上限10万円）

東京都
高齢者自立支援住宅改
修等給付事業

国分寺市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

市内に住所を有し，居宅にて生活する高齢者（65歳
以上）であって，歩行が不安定等の理由により在宅
での生活を継続するために住宅の改修が必要と認
められるもの

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用 限度額まで給付

東京都
国分寺市住宅改修資金
融資あっせん制度

国分寺市 ⑥その他
リフォームに必要な資金を
融資あっせんすることによ
る市民生活安定

③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件
市内に3年以上居住していて引き続き居住の見込の
ある方で、市税を完納している方。また、現在この制
度を利用していないこと。

建築基準法に合致する住居で、申請者の
居住する住宅であること。

③その他
国分寺市耐震改修助成金を利用する場
合、工事額から助成額を差引いて融資
額を算出。

②工事費用に応じて決定

融資あっせん額
工事額の80％以内
A,増築・改築・修繕工事
　30万円以上400万円まで
B 太陽熱温水器設置工事

貸付金利2.0％
市利子補給2.0％
本人負担0％

B,太陽熱温水器設置工事
　10万円以上50万円まで

東京都
国分寺市雨水浸透ます設
置事業

国分寺市 ④災害予防
公費設置無償譲
渡

③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者

公共下水道の排水設備
に当たるため市の指定
工事店となっている事業
者

③その他の要件 国分寺市
既存の住宅又は店舗併用住宅（新設又は
仮設のものを除く）

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他 公費設置無償譲渡
100％
（公費設置無償譲渡）

東京都
木造住宅耐震改修助成
制度

国分寺市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

・昭和56年５月31日以前に建築
・２階建て以下の木造住宅
・用途が専用住宅，共同住宅（長屋含む），
併用住宅（過半が住宅）のいずれかに該当
するもの

②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

木造住宅耐震診断士派遣事業を利用し
た方を対象としている。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

工事費の１/２を助成金として交付。ただ
し，改修後の評点を1.0以上まで引き上げ
る工事については500千円，また改修後の
評点を0.7以上まで引き上げる工事につい
ては300千円とする。

同左

東京都
木造住宅耐震診断士派
遣事業

国分寺市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

・昭和56年５月31日以前に建築
・２階建て以下の木造住宅
・用途が専用住宅，共同住宅（長屋含む），
併用住宅（過半が住宅）のいずれかに該当
するもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

住宅の延床面積や設計図書の有無に応じ
て耐震診断に要する費用の９割相当分

同左

東京都
国分寺市障害者（児）日
常生活用具費給付事業

国分寺市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

年齢・身体障害（児）の障害程度により区分がある。 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

所得税額により補助額を決定

東京都
国分寺市障害者（児）住
宅設備改善費給付事業

国分寺市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

年齢・身体障害（児）の障害程度により区分がある。 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

所得税額により補助額を決定

東京都
国立市木造住宅耐震診
断助成事業

国立市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

東京都木造住宅耐震診
断事務所もしくは㈳東京
都建築士事務所協会西
部支部正会員事務所

③その他の要件 対象住宅の所有者が現に所住していること。
昭和56年5月31日以前に建築された木造
住宅。

④要件なし ②工事費用に応じて決定 耐震診断費用の2分の1以内

東京都
国立市木造住宅耐震改
修助成事業

国立市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

建築業の許可 ③その他の要件 共有名義の住宅は、全員の合意が必要。
耐震診断助成事業を受け「倒壊する可能
性が高い」、「倒壊する可能性がある」と診
断された住宅。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修費用の3分の1以内

東京都
国立市分譲マンション耐
震診断助成

国立市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
耐震診断に必要な設計図書が備わっていること。区
分所有者の半数以上の承諾を得たもの。

耐化建築物又は準耐火建築物で、昭和56
年5月31日以前に建築されたもの。

④要件なし ②工事費用に応じて決定
診断費用の3分の2以内又は限度額の3
分の2以内で、どちらか低い方の額

東京都
国立市自立支援住宅改
修給付事業

国立市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

概ね65歳以上の介護保険サービスが受けられない
人及び身体機能の低下等で住宅の改造が必要と認
められる人。

④要件なし ②工事費用に応じて決定 10分の9（受給者1割負担）

東京都
国立市障害者（児）日常
生活用具費・住宅設備改
善費給付事業

国立市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

年齢・身体障害（児）の障害程度により区分がある。 ④要件なし ②工事費用に応じて決定 所得税額により補助額を決定

東京都

国立市障害者（児）補装
具・日常生活用具・住宅
設備改善自己負担金助
成事業

国立市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ②低所得者のみ
上記住宅設備改善費給付を受けた者で、世帯の所
得により制限あり。

④要件なし ②工事費用に応じて決定 自己負担分の2分の1

東京都
国立市雨水浸透ます設置
助成事業

国立市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

国立市指定下水道工事
店

③その他の要件
既存建築物等の家屋の所有者、所有されている方
の同意を得た者。下水道使用料、下水道受益者負
担金、市税を滞納していない者。

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

250型　29,000円
300型　34,000円
350型　48,000円

東京都 木造住宅耐震診断助成 福生市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

・社団法人東京都建築士
事務所協会西多摩支部
に属するもの
・東京都木造住宅耐震診
断事務所登録制度によ
り、耐震診断事務所とし
て登録している建築士事
務所 うち 市内に事務

③その他の要件
・市内に住所を有し、住宅を所有する個人（共有の
場合は、共有者全員の合意を得た代表者）

・昭和56年以前に軸組工法で建築された
木造2階建以下の戸建て住宅
・延べ床面積の2分の1以上を居住の用に
供している住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

診断機関が行った耐震診断に要する費用
（消費税は除く）

3分の2
（上限10万円）

務所のうち、市内に事務
所を置くもの



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都 木造住宅耐震改修助成 福生市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

建築工事業の建設業許
可を得て建設業を営む者

③その他の要件
・市内に住所を有し、住宅を所有する個人（共有の
場合は、共有者全員の合意を得た代表者）
・市税を滞納していないこと

・昭和56年以前に軸組工法で建築された
木造2階建以下の戸建て住宅
・延べ床面積の2分の1以上を居住の用に
供している住宅
・耐震診断の結果、評点1.0未満であること

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修に要した費用（消費税は除く）
1分の1
（上限50万円）

東京都 雨水浸透施設設置助成 福生市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

福生市指定下水道工事
店又は汚水ます設置委
託業者

③その他の要件
戸建住宅若しくは集合住宅を所有する個人又は当
該建築物及び当該土地を所有する者の同意を得た
使用者

・面積が1,000平方メートル未満の敷地に
建てられた戸建住宅若しくは集合住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

市が定める標準工事費単価に必要と認め
た数量を乗じた額

10分の9
（上限40万円）

東京都 雨水貯留槽設置助成 福生市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・戸建住宅若しくは集合住宅を所有する個人（敷地
の使用者については当該敷地所有者の承諾が必
要）
・市税を滞納していないこと

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

雨水貯留槽本体購入価格（消費税を含む）
3分の2
（上限5万円）

東京都
地球温暖化対策設備助
成

福生市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・市内に住所を有するもの
・市税を滞納していないこと
・自ら居住する住宅に助成対象設備を新たに設置し
た者又は市内において自ら居住するために助成対
象設備の設置された新築住宅を購入した者若しくは
市内において中古住宅の購入に併せて助成対象設
備を設置したもの

③その他
ガス発電給湯器、燃料電池については、
東京都住宅用創エネルギー機器等導入
促進事業補助金との併用は不可

⑥その他

・太陽光発電ｼｽﾃﾑ、太陽熱利用ｼｽﾃﾑに
ついては、④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
・潜熱回収型ｶﾞｽ給湯器・ｶﾞｽ発電給湯機・
燃料電池・ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ・ＣＯ2冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝ
ﾌﾟ給湯器については、③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

○太陽光発電ｼｽﾃﾑ  5万円/1kw（上限
15万円）
○太陽熱利用ｼｽﾃﾑ  ①自然循環式
5,000円/㎡（上限1.5万円）  ②強制循環
式1万円/㎡（上限3万円）
○潜熱回収型ｶﾞｽ給湯器  （2万円/1設
備）
○ｶﾞｽ発電給湯機  （17.5万円/1設備）
○燃料電池  （40万円/1設備）
○ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ  （10万円/1設備または設
置費用の1/3に相当する額のいずれか低
い額）
○ＣＯ2冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器  （5万円/1
設備）

東京都
狛江市高齢者自立支援
住宅改修費給付事業

狛江市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

上限内において工事費用の90%もしくは
100%（収入によって変化）

東京都
狛江市重度身体障害者
（児）住宅設備改善費給
付事業

狛江市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害
者のみ

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

上限内において工事費用の95%もしくは
97%、もしくは100%（収入によって変化）

東京都 雨水浸透ます設置助成 狛江市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

①中小事業者 下水道工事店 ③その他の要件 住宅の所有者 特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

ますの大きさにより単価設定 定額

東京都 雨水貯留槽設置助成 狛江市 ④災害予防
①補助（診断士派

⑤要件なし ③その他の要件 住宅の所有者 特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応

貯留用に開発され市販されているもの 補助物件の2/3（40 000円まで）東京都 雨水貯留槽設置助成 狛江市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 住宅の所有者 特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

貯留用に開発され市販されているもの 補助物件の2/3（40,000円まで）

東京都
狛江市木造住宅耐震診
断助成

狛江市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

社団法人東京都建築士
事務所協会南部支部の
会員，東京都木造住宅
耐震診断事務所の登録
をしたもの，市長が特に
認めたもの

③その他の要件 住宅の所有者
昭和56年５月31日以前に建築された市内
の木造住宅・木造集合住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断料の1/3（50,000円まで）



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都
狛江市木造住宅耐震改
修助成

狛江市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

耐震診断業者が工事監
理をし、施行は別の業者
とする

③その他の要件 住宅の所有者
昭和56年５月31日以前に建築された市内
の木造住宅・木造集合住宅で、耐震診断
の結果、評点が1.0未満のもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震工事費の1/3（300,000円まで）

東京都
狛江市分譲マンション耐
震診断助成

狛江市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

東京都マンション耐震化
促進協議会の構成員で
ある団体

③その他の要件 分譲マンションの管理組合

昭和56年５月31日以前に建築された市内
の分譲マンション、延べ面積1000㎡以上、
地階を除く階数が３以上、耐火建築物又は
準耐火建築物

④要件なし
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断料の1/3（500,000円まで）

東京都
平成23年度狛江市住宅
改修資金助成金交付制
度

狛江市 ⑤リフォーム促進
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件

・ 市内に居住し、住民基本台帳に登録されている個
人
・ 納期の経過した市税を完納している者
・ 過去に狛江市住宅改修資金助成金制度を利用し
たことがない者

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

改修工事費用の1/5（200,000円まで）

東京都
木造住宅耐震助成事業
(耐震診断）

東大和市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

東京都建築士事務所協
会又は東京都木造住宅
耐震診断事務所

④要件なし
市内に存する昭和５６年５月３１日以前に
着工された木造２階建て以下の戸建て住
宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断に要する費用
耐震診断に要する費用の２分の１に相当
する額とし、５万円を限度

東京都
木造住宅耐震助成事業
(耐震改修）

東大和市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

①市内に存する昭和５６年５月３１日以前
に着工された木造２階建て以下の戸建て
住宅
②耐震診断の結果、耐震改修が必要と認
められたものであること。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修に要する費用
耐震改修に要した費用の３分の１に相当
する額とし、３０万円を限度

東京都
東大和市住宅改善資金
融資制度

東大和市 ⑤リフォーム促進 ④融資（有利子） ⑤要件なし ③その他の要件

(1)市の区域内に引き続き1年以上居住し、そのこと
が住民基本台帳に記録され、または外国人登録原
票に記録されている20歳以上の方
(2)市税の納税義務者で、すでに納期の経過した税
を完納している方
(3)所得税法に規定する前年所得が500万円以下の
方
(4)最終償還時の年齢が70歳未満の方
(5)融資を受けた資金の償還及び利子の支払いにつ
いて、その能力を有する方
(6)この制度による融資を現に受けていない方

特になし ④要件なし ⑥その他
所得額の1/2を限度とし、その額が200万
円を超える場合は200万円を限度とする。

返済期間：72ヶ月以内
返済方法：毎月元利均等払い（繰上償還
も可能）
利率：年2.0％

東京都
東大和市住宅・店舗リ
フォーム資金補助金

東大和市 ⑤リフォーム促進
補助（診断士派遣
は含まない）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件 市内在住、市税の滞納なし
市内に所有する自己居住用の住宅や、自
己の営業用店舗の工事

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

補助対象工事に限る。

補助率５％（1000円未満切捨て）、上限
10万円まで。
補助対象経費×0.05と10万円とを比較

金 補
業者 可

し、低い方の金額を補助

東京都
東久留米市日常生活用
具費支給事業

東久留米市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

①小規模改修
学齢児以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を
受けた者（児）で、下肢又は体幹に係る障害程度が
3級以上の者及び補装具として車椅子の支給を受
けた内部障害者
②中規模改修
学齢児以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を
受けた者（児）で、下肢又は体幹に係る障害程度が
2級以上の者及び補装具として車椅子の支給を受
けた内部障害者

特になし ③その他

同一家屋で1回のみ可能。
介護保険対象者は介護保険の住宅改修
が優先となるが、要件を充たせば中規模
改修部分のみの上乗せも可能。

⑥その他

改修が必要と認めた範囲内で、上限額以
内の経費

小規模改修20万円，中規模改修64万1千
円が上限となる。ただし、対象となる住宅
改修項目は限定されている。

利用者負担額
＜住民税課税世帯＞　左記の上限額の
範囲内で対象経費の1割までで、最高で
37,200円

東京都
木造住宅耐震化に伴う普
及啓発

多摩市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件 市民 ④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

無料

東京都 木造住宅耐震診断支援 多摩市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件
税金滞納なし
市民

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

無料

東京都
非木造住宅耐震診断助
成

多摩市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の用
件

③その他の用件 理事会総会合意必要 ④要件なし ⑥その他
一戸建、分譲マンション５万円/戸   但し
上限１00万円/棟

東京都
木造住宅耐震診断改修
費補助金

多摩市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件
税金滞納なし
全居住者所得１２００万円以下、市民

④要件なし ②工事費用に応じて決定
工事費の３０％（上限30万円）及び５０%
（上限５０万円）

東京都
高齢者住宅改造費助成
事業

多摩市 ②バリアフリー改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

対象者：市民でおおむね65歳以上の高齢者で、住
宅の改造により、転倒予防、動作の容易性の確保
等の効果が期待でき、在宅での生活の質を確保す
ることで自立支援が可能であると認められる者。

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

ただし、種目ごとに確認を行います。
①特定の工事の工事費用に応
じて決定

対象費用の一割負担

東京都
重度身体障がい者（児）住
宅設備改善費給付事業

多摩市 ②バリアフリー改修
給付事業　＊扶
助費より支出

⑤要件なし ③その他の要件

発注、契約者は、多摩市長
　対象者：市民で6歳以上又は6歳以上65歳未満な
ど、また、障害の程度など給付対象により規定があ
る。

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他 障害者本人
給付上限額まで（補助制度でなく、現物
給付）

東京都
住宅用新エネルギー機器
導入補助事業

多摩市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 対象者：世帯主 特になし ③その他
多摩市の他の同様の助成制度による助
成金の交付を受けていないこと

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

「（５）補助上限額について」参照 定額

東京都 雨水貯留槽購入費補助 多摩市 ④災害予防
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
対象者：市民（団体含む）
※市税を滞納していない方

特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

「（５）補助上限額について」参照

東京都
生ごみ処理機器購入費補
助

多摩市 ⑥その他 清掃思想啓発
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 対象者：市民及び市内の自治会、管理組合 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

一部埋設型
コンポスター（７０～１９０リットル）４，１０
０～４，４００円、コンポエース１２０リット
ル４，１００円、ミラコンポ(２個～４個セッ
ト）５，３００円～８，５００円
室内・ベランダ型
シールストッカ１１リットル１，８００円、Ｅ
Ｍサポート中容器付１リットル２，５００
円、ボカシ肥料容器18ﾘｯﾄﾙ２，６００円、く
うたくん　Ａタイプ４，４０００円　以上以外
に市で斡旋している以外の、電動型、非
電動型も購入価格（消費税含）の1/2の
補助をする。電動型生ごみ処理機のみ
20,000円上限額とする。



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都 生活資金融資あっせん 稲城市 ⑤リフォーム促進 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

①市内に引き続き1年以上居住していること
②20歳以上の者（申請者）
③市税を滞納していないこと
④前年の世帯の所得が600万円以内であること
⑤安定し、かつ、継続した収入があること
⑥勤続年数又は営業年数が1年以上であり、現在も
継続していること
⑦現に、この生活資金の融資あっせんを受けていな
いこと
⑧信用保証機関の保証が得られること
⑨本人が住むための住宅を改良する者本人が住む
ための住宅を新築もしくは購入する者

特になし ④要件なし ⑥その他
融資利率　本人負担利率0.988%（名目利
率2.8%、市の利子補給率1.812%、住宅資
金の返済期間は５年以内。)

東京都
羽村市住宅用太陽光発
電システム設置費助成事
業

羽村市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③ 納期の到来している市税を完納していること 自ら居住する市内の住宅 ④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

定額

東京都
木造住宅耐震改修費補
助事業

羽村市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

建築工事業の許可を受
けた者

③その他の要件 税金完納

市内の軸組工法による木造2階建て以下
の一戸建て住宅(述べ床面積の2分の1以
上を住宅の用途に供し、賃貸の目的とする
住宅を除く)であって、昭和56年5月31日以
前に建築されたもので、次に掲げる各号の
いずれにも該当するもの。
(1)　耐震診断補助要綱に基づく補助金の
交付の対象となった住宅又は財団法人日
本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震
診断と補強方法」に定める一般診断法若し
くは精密診断法(時刻歴応答計算による方
法を除く。)による診断の評点が1.0未満の
住宅で、改修後の評点が1.0以上となること
を確認した住宅
(2)　耐震改修が建築基準法(昭和25年法
律第201号)及び建築物の耐震改修の促進
に関する法律(平成7年法律第123号)の規
定に違反していないもの

①ほかの補助事
業との併用は不
可

社会資本整備総合交付金(旧地域住宅
交付金)以外の補助金併用不可

②工事費用に応じて決定 定額

東京都
あきる野市高齢者自立支
援
住宅改修給付事業

あきる野市 ②バリアフリー改修
手すりの取付け、段差解
消、
滑りの防止等

給付
本人負担額は、
給付限度額の100
分の20

⑤要件なし 高齢者 (3)と同じ ④その他
①特定の工事の工事費用に応

じて決定

給付限度額の100分の80

（中規模改修）
　学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹にかか
る障害の程度が2級以上の者および補装具として車

東京都
重度障害者等住宅設備
改善給付事業

あきる野市 ②バリアフリー改修 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

る障害の程度が2級以上の者および補装具として車
いすの交付を受けた内部障害者
（屋内移動設備）
　学齢児以上で、歩行できない状態で、上肢、下肢
または体幹にかかる障害の程度が1級の者および
補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

特になし ③その他

東京都
木造住宅耐震助成事業
(耐震診断）

あきる野市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

東京都建築士事務所協
会（西多摩支部）又は東
京都木造住宅耐震診断
講習修了者で市内に事
務所を有する者

④要件なし
市内に存する昭和５６年５月３１日以前に
着工された木造２階建て以下の戸建て住
宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震診断に要する費用
耐震診断費用の２分の１以内で、２万５
千円を限度

東京都
木造住宅耐震助成事業
(耐震改修）

あきる野市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

④その他の要
件

市内に事業所を有し、建
築業の建築工事業許可
を得て、又は東京都地域
住宅生産者協議会主催
の木造住宅耐震講習会
を終了した者

④要件なし

①市内に存する昭和５６年５月３１日以前
に着工された木造２階建て以下の戸建て
住宅
②耐震診断の結果、耐震改修が必要と認
められたものであること。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

耐震改修に要する費用
耐震改修に要した費用（消費税を除く）の
３分の１以内で、３０万円を限度

東京都

あきる野市新エネルギー・
省エネルギー機器設置費
補助金事業
・太陽光発電システム

あきる野市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

（１）　補助金の交付申請日現在において市内に住
所を有する者で、その居住する住宅（延べ床面積の
２分の１以上を居住の用に供する店舗等の併用住
宅を含む。ただし、賃貸住宅を除く。）に補助対象機
器を交付申請日の属する年度内に購入し、設置し
たもの
（２）　未使用の補助対象機器を設置した者
（３）　既に納期の経過した分の市税を完納している

④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

1 kwあたり50,000円（最大3ｋｗまで）

東京都

あきる野市新エネルギー・
省エネルギー機器設置費
補助金事業
・太陽熱利用システム

あきる野市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

（１）　補助金の交付申請日現在において市内に住
所を有する者で、その居住する住宅（延べ床面積の
２分の１以上を居住の用に供する店舗等の併用住
宅を含む。ただし、賃貸住宅を除く。）に補助対象機
器を交付申請日の属する年度内に購入し、設置し
たもの
（２）　未使用の補助対象機器を設置した者
（３）　既に納期の経過した分の市税を完納している
者

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

20,000円（定額）

東京都

あきる野市新エネルギー・
省エネルギー機器設置費
補助金事業
・ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給
湯器

あきる野市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

（１）　補助金の交付申請日現在において市内に住
所を有する者で、その居住する住宅（延べ床面積の
２分の１以上を居住の用に供する店舗等の併用住
宅を含む。ただし、賃貸住宅を除く。）に補助対象機
器を交付申請日の属する年度内に購入し、設置し
たもの
（２）　未使用の補助対象機器を設置した者
（３）　既に納期の経過した分の市税を完納している
者

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

30,000円（定額）

東京都

あきる野市新エネルギー・
省エネルギー機器設置費
補助金事業
・潜熱回収型給湯器

あきる野市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

（１）　補助金の交付申請日現在において市内に住
所を有する者で、その居住する住宅（延べ床面積の
２分の１以上を居住の用に供する店舗等の併用住
宅を含む。ただし、賃貸住宅を除く。）に補助対象機
器を交付申請日の属する年度内に購入し、設置し
たもの
（２）　未使用の補助対象機器を設置した者
（３）　既に納期の経過した分の市税を完納している
者

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

15,000円（定額）

東京都

あきる野市新エネルギー・
省エネルギー機器設置費
補助金事業
・ガス発電給湯器

あきる野市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

（１）　補助金の交付申請日現在において市内に住
所を有する者で、その居住する住宅（延べ床面積の
２分の１以上を居住の用に供する店舗等の併用住
宅を含む。ただし、賃貸住宅を除く。）に補助対象機
器を交付申請日の属する年度内に購入し、設置し
たもの
（２）　未使用の補助対象機器を設置した者

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

30,000円（定額）

（３）　既に納期の経過した分の市税を完納している
者



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢から
選択）
①耐震改修
②バリアフリー改修
③エコリフォーム促
進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①補助（診断士派
遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①中小事業者
②都道府県（市
区町村）内の事
業者
③都道府県（市
区町村）内の事
業者かつ中小
事業者
④その他の要
件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①高齢者・身体障害
者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に応
じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

東京都

あきる野市新エネルギー・
省エネルギー機器設置費
補助金事業
・燃料電池

あきる野市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

（１）　補助金の交付申請日現在において市内に住
所を有する者で、その居住する住宅（延べ床面積の
２分の１以上を居住の用に供する店舗等の併用住
宅を含む。ただし、賃貸住宅を除く。）に補助対象機
器を交付申請日の属する年度内に購入し、設置し
たもの
（２）　未使用の補助対象機器を設置した者
（３）　既に納期の経過した分の市税を完納している
者

④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

40,000円（定額）

東京都
あきる野市雨水貯留槽設
置費補助金

あきる野市
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

（１）　補助金の交付申請日現在において市内に住
所を有する個人で、その居住する住宅（延べ床面積
の２分の１以上を居住の用に供する店舗等の併用
住宅を含む。ただし、賃貸住宅を除く。）に雨水貯留
槽を交付申請日の属する年度内に購入し、設置し
たもの
（２）　既に納期の経過した分の市税を完納している
者
（３）　既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けて
いない者

④要件なし ⑥その他 一つの住宅につき１基まで

雨水貯留槽の本体購入費及び設置費
（雨どいとの接続に要する費用に限る。）
又は雨水貯留槽を製作するための材料
費の２分の１以内で３０，０００円を限度と
する。ただし、１，０００円未満の端数が
生じた場合は、これを切り捨てる。

東京都
民間住宅耐震改修等助
成事業

西東京市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
昭和56年５月31日以前に建築された市内
の木造住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震診断に要した費用の１/2

東京都
住宅・建築物耐震改修等
事業

西東京市 ①耐震改修
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
昭和56年５月31日以前に建築された市内
の木造住宅で、耐震診断の結果、評点が
1.0未満のもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震改修に要した費用の１/2

東京都
住宅用太陽光発電システ
ム等設置助成金

西東京市 ③エコリフォーム促進
住宅用太陽光発電システ
ム

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④その他の要件 納期の到来している市税等を完納していること ④要件なし
④設置する設備の性能に応
じて補助額を設定

４万円／１kＷ

東京都
住宅用太陽光発電システ
ム等設置助成金

西東京市 ③エコリフォーム促進
住宅用二酸化炭素冷媒
ヒートポンプ給湯器（エコ
キュート）

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④その他の要件 納期の到来している市税等を完納していること ④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

東京都
住宅用太陽光発電システ
ム等設置助成金

西東京市 ③エコリフォーム促進
住宅用潜熱回収型給湯器
（エコジョーズ）

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④その他の要件 納期の到来している市税等を完納していること ④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

東京都
住宅用太陽光発電システ
ム等設置助成金

西東京市 ③エコリフォーム促進
住宅用ガス発電給湯器（エ
コウィル）

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ④その他の要件 納期の到来している市税等を完納していること ④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

東京都
住宅用太陽光発電システ

西東京市 ③エコリフォ ム促進
家庭用連量電池（エネ ①補助（診断士派

⑤要件なし ④その他の要件 納期の到来している市税等を完納していること ④要件なし
③（工事費用にかかわら

東京都
住 用太陽光発電シ テ
ム等設置助成金

西東京市 ③エコリフォーム促進
家庭用連量電池（
ファーム）

①補助（診断 派
遣を含む）

⑤要件なし ④その他の要件 納期の到来している市税等を完納していること ④要件なし
③（ 事費用 わ
ず）定額を補助

東京都
瑞穂町住宅改修補助制
度

瑞穂町 ⑥その他
地域経済の振興及び住環
境の向上を目的とする。

①補助（診断士派
遣を含む）

②都道府県（市
区町村）内の事
業者

③その他の要件
申請日現在町内居住者及び町税を滞納していない
もの等

町民が居住する個人住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定
20万円以上の工事費用の10％、最高１０
万円まで

20万円以上の工事費用の10％、最高１０
万円まで

東京都
住宅用環境配慮型機器
購入費助成金制度
①太陽光発電システム

瑞穂町
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・瑞穂町の住民基本台帳に記録、又は外国人
　登録がおこなわれている者。
・自ら居住する住宅に設置した者
・納期の到来している町民税を完納している者。
・設置した機器が未使用であること。

特になし ③その他
ほかの補助事業との
併用は可。

④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

 １ＫＷあたり50,000円

東京都
住宅用環境配慮型機器
購入費助成金制度
②高効率給湯器等

瑞穂町
③エコリフォーム促
進

①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・瑞穂町の住民基本台帳に記録、又は外国人
　登録がおこなわれている者。
・自ら居住する住宅に設置した者
・納期の到来している町民税を完納している者。
・設置した機器が未使用であること。

特になし ③その他
ほかの補助事業との
併用は可。

①特定の工事の工事費用に応
じて決定

購入金額（機器の費用＋工事費）の10%

東京都 地場産材利用促進事業 檜原村 ⑤リフォーム促進
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
地場産材を３㎥以上使用する木造住宅の築、増築、
改築をする者

特になし ④要件なし
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定

地場産材出荷量1㎥につき2万円（限度額
：50万円）

東京都 定住促進空き家活用事業 檜原村 ⑥その他 定住促進
①補助（診断士派
遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
建築10年経過の貸出、売買登録した空き家の入居
者

建築10年経過の空き家 ④要件なし ②工事費用に応じて決定 対象経費の1/2（上限100万円）

東京都
奥多摩町若者定住応援
補助金等

奥多摩町 ⑥その他
若者の定住促進を図るた
め。

③利子補給及び
①補助金交付

⑤要件なし ③その他の要件 年齢20歳以上50以下 特になし ④要件なし ⑥その他 事業費250万円以上対象

補助金　事業費の1/2以内
利子補給　借入利率の1/2
年額限度額30万円
補給期間36月


